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全覇勝訴判決から 375通達見藍しへ

大阪市平野区にある今川学園キンダーハイム備

神帯親適所施設)で保母をしていた鈴木真規子さ

んを原告とする大阪 銭灸訴訟の控訴審判決言い

渡しが、昨( H抱4洋 11月羽目、大阪高裁傍B民事部

潮久豊田裁判長:退官のため上野茂裁判長イ晴)で行

われた。 1審大阪地裁判決を全面的にくつがえした、

原告全面勝訴の逆転判決だった。

現行制度では、労災保険における療養補償として

の鋭灸治療費致合は「一般医療との併用の場合(い

わゆる「併施J)~ま鋭灸施術開始から最長1年間、誠

灸単独施術の場合(いわゆる「単施 J)は最長2年間」

と制限されている。そして、併施の場合は鋸灸のみ

の制限であって症状回定の判断は別に行われるの

に対して、単施の場合は誠灸治療終了時点で症状固

定とされる。

この取り扱いを規定しているのが、行政通達であ

る基発第375-号(1002年5月 31日付、以下 r37司睦」

という。 5頁の図参照)J労災保険の適正給付管理」

という名目で、頚肩関障害・腰痛等で比較的長期療

養の被災労働者への労災打ち切りのために出され

たもので、労働省は当時、全国で約2α1,治名の患者

リストをつくり、打ち切り判定を行って切り捨ての

大ナタふるった。多くの患者が単独施術と判定され

労災補償の一切を打ち切られ、あるいは、鋸灸治療

を一方的に打ち切られ自費治療を余儀なくされた。

原告鈴木真規子さんの場合は後者の併施で鋸灸治

療だけを打ち切られた人たちのひとりだった。

37詰直達という通達に基づく行政処分の取り消し

を求めた裁判であることから、裁判の結論は、おお

むね次のように分かれる。ただし、通達に関する判

断にどこまで踏み込台かは幅があるだろう。

①通達倒閣などの一律制限日立合理的で政府の裁

量権の範囲であり違法でなく、今回の処分自体

侭告への銭灸治療を不支給としたこと)も妥当

で違法でない。

cg通達は逝去ではないが、処冴自体は違法である。

③通達は岩去であるが、処分自体は違法ではない。

@通達は違法であり、処冴も違法である。

③はあまりありそうもないので除いて考えると、

私たちにとっては、④、②、①の順番にいい判決と

いうことになる。

今回の大阪高裁判決は、④であった。

といったところだが、大阪高裁判決への流れを決定

づけたのは、中出訴訟東京高裁確定判決であった。

37母車達による誠灸治療費打ち切りニ不支給処

分、あるいは、誠灸伯療費を含む一切の労災補償の

打ち切り=不支給処分の取り消しを求めた行政訴

訟は、いくつかある。

東京ー中出頭肩腕障害労災打ち切り訴訟東京

地裁勝訴、東京高裁勝訴確定仏関3年12月
21日)

神奈川・七沢リハビり鋸灸打ち切り訴訟 横浜地

裁敗訴、東京高裁控訴中

神奈川・職対連銀灸訴訟横潟由裁敗訴、東京高裁

控訴中

浜 松・小野田、安藤鎖灸労災訴訟 静岡地裁係

争中

東 京・長谷川けいわん打ち切り訴訟東京地裁

係争中

中出訴訟というのは、三和銀行員の中出栄子さん

が、仕事によって頚肩腕障害を発症し労災認定され

ていたところ、 1阻坪5月に 37樋達が出され、これ

にもとづいて療養途上の H舷奔3月末、労基署が「症

状固定」と判断、以後の労災請求構成灸冶療費を含

む療養補償及び休業調償>が不支給となったため、

この不支給処分の取り消し及び国などに反氾万円の

損害賠償を求めた裁判。

中出さんの療養経過をたどると、頭肩腕障害通院

治療開始から約存聞の経過を経て悪化し、 197鮮

5月以降に休業治療となったにの 197¥奔 5月以降は

労災認定) 。

lS自詳月5月、 37樋達力強行発出され、この通達

に基づいて、 1～底奔3月末付「症状固定」とされた。

しかし、以後も冶療を継続し、 1飽拝12月から通勤

訓練開始、加えて 1隻昨朗から職場復帰訓練開始
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し、勤務時間、出勤回数次第に増加、 198咋4月通

常勤務に復帰し、勤務時間徐々に延長、 1沼8年7月

下旬から就業規則通りのフルタイム勤務体制、 1翻

年4月から完全就労し、 1袋潟年12月主冶医による治

癒判断となった。

以上の筋晶からわかるように、波野年4月以降の

一切の労災請求が不支給処分とされ、 H渇昨3月、

処分取り消しを求めて東京地裁に提訴した。

H獄奔12月27日、東京地裁は、結論的に、

肝支給処分はすべて取り消す。

c?国家賠償請求は棄却する。

との判決を下した。重要な判示が他にもありここで

は割愛するが、その後、被告の留は揖庫、原告側も

国家賠償の部分を不服として東京高裁に控訴した。

東京地裁判決の詳細については、本誌 9t年4月号

の古川景ー弁護士の報告を参照していただきたい

が、 3 7母車違との関連においては、古川弁護士が「判

決文では、主治医の指導のもとで運動療法と誠灸

治療の医療効果を正面から肯定している。労働省

は、銀・灸治療について、対症療法であるとしてそ

の期闘を原則として1年に限定している。しかし、

判決は、お色医のもとでの規則的な運動劇まと鍛・

灸治療を長期間行ったことによる『明らかな医療効

果』を認めた。これは、銭・灸冶療について、対症

療法であるとして治療期間制限をしてきた従前の

行政に対し根本的な反省を迫るものである。」と指

摘しているとおりである。

ただし、 3 7樋達自体の潜古性についてはこの東

京地裁判決は言及せずに、中出さんに対する不郊古

処分が違法であると判断し、その当然の結果とし

て、不支給処分に含まれていた誠灸治療費が郊古さ

れるということになった。

37通達は行政の内部規定であるから裁判所にと

ってはこれて澗題はないのかもしれないが、被災労

働者の側からすると大きな問題が残る。

3 7 5imi主は事実上絶対のものとして機能している

のだから、不服はすべて裁判で決着を図らなければ

ならない。その点、不満が残る。しかし、 37樋達

の基本的問題点在明らかにして、一律l年制限の矛

盾をはっきり示した、まさに画期的な判R主であった

といえよう。

東京高裁控訴審では、不郊告処分取り消しの期聞

が1銃犯年8月までに不当にも短縮されたが、不支給

処分取り消しそのものについては維持されたロ

さらに 3 7樋達についても言及された。「労災保険

法13i長頑の前詔霊旨に鑑みると、はり・きゅうの

施術期間が2か月を経過した場合には以後療養の

対象にしないという右の取り扱いは、行政庁の内部

準則として保険給付のー般的、原則的な処理方針を

定めたものにすぎないから、 12か月を経過してもな

お治癒に至らない特段の事情のある場合には、医学

上必要な療養としてさらに継続の必要があるか否

かをそれぞれの症例に応じ個別的に審査すること

が必要となると解される。 Iはり・きゅう治療には

一般医療の効果在高めるという効果が認められて

いるのであるから、かかる場合には一般医療の継続

の要否の中で、はり・灸治療の必要性も判断すべき

であると解するのが、労災保険法及び3 7 ,通達の趣

旨に沿うものである。」などと判示し、要するに、

個別具体的に、かっ一般医療の必要性の要否の中で

鎖灸治療の必要性を判断するのが妥当だとされ、

3 7樋達の期間制限を絶対のものとして運用するの

は無理があることを、明確に指摘した。

しかし、そこまで言うのならどうして、どうして

「通達自体がおかしい」と言わないのか。なぜ、行

政にそこまで遠慮しなければならないのか。その点

は残念だったが、この中出高裁判決で事実上3市重

達については命運は尽きたというべきだろう。労働

省はよ告せず、確定判決となったのだ。

中出訴訟の勝ち戦に比べて、大阪と横浜では正反

対の展開に苦しむことになった。
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一般医療とは' ) きゅうの併行施術 は') 吉ゅう単独施術 特別橿護措置のはり 苦ゅう

側険給付(375通達事務連絡30号) 労働福祉事業(410.222遇逮)

19ま年末の中出地裁勝訴判決のあと、 1992年4月

27日に大阪地裁(包年7月号参照)、 1鈎鮮明25日に

横浜地裁(ま奔7月号参照)と続けて、全面敗訴とな

ったのだ。中出地裁判決が全面勝訴であったのでそ

の分大きなショックだった。争いの内容が少し違う

とはいえ、である。

3 7 ,通達の合理性、偲jjrJ処分の讃宏性どちらもす

べて原告の主張を無視した判決だった。大阪では、

主治医の松浦医師、玉川医師だけでなく西洋医学界

の誠灸治療の第一人者でベインクリニックの草分

けである兵頭正義大阪医大教授に証人に立ってい

ただいたが、判決では一顧だにされなかった。

とりわけ大阪地裁判決は、労災保険法上の療養補

償を郊合する範囲決定に関する、政府¢裁量につい

て、労基法にいう「療養上相当と認められるもの」

と異なっても、あるいは狭くなっても「不合理とは

いえないJという、ほとんど事実上の政府の自由裁

量論を採用した驚くべきでたらめな内容だった。

医学面については、国側が証人として登場させた

松元司医師(当時東京労災病続整形外科部長)の証

言を全面的に採用した。「誠灸治療はせいぜいBか
月、 1年なら十分。それ古警銃宮外科医の常識。療養

古守主期なのは、患者本人の体質や精神的なものが原

因。育児、出産の影響も大きい。」といった内容が

そのまま採用され、 3 7樋達は合理的で、原告鈴木

さんの治療にとって銀灸治療が効果があったかど

うかも明らかでない、と判断されたのだった。

大阪高裁控訴審では、あまりにも「過激I拙劣」

ゆえにかえって地裁判決の最大の弱点、と考えられ

た松元証言を中心とする医学的根拠について反証

することが大きな目標となった。

松元証言のでたらめさを暴露し、新たに、誠灸の

臨床効果について確信を持った医学証人を申請す

ることが求められ、関係者の方々の力で2人の先生

方のご協力が得られることになったo

ひとりは、土肥徳秀医師僚京都補装具研究所所

長)で、羽にわたって、松元医師と同じ「整形外科

医」として、いかに松元医師の証言や証拠として提

出された論文が非科学的であるかを完膚無きまで

に論証する意見書を提出していただいた。

もうひとりは、宇土博医師広島大学公衆衛生学
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教室講師)。宇土医師は、職業病専門の診療所在開

業し、鍛灸冶療を頚肩腕障害、勝盲患者に自ら施術

してきた方で、同時に大手鉄鋼メーカーの産業医を

長年勤めてきた職業病、安全衛生の専門家だ。

掴にわたって証言していただいたが、証言に先

立つて原告を診察し

肩腕障害になりやすい肉体的欠陥がないことを確

認して診断F所斤見書を援出するとともに、自身の診療

所の患者のデータを検討して、治療期間が長い患者

は発症から治療開始までの期間が長い傾向がある

ことを論文にまとめこれも提出した。

証言では、自らの鎖灸治療体験をふまえ、銀灸治

療は頚肩腕障害、胸高の治療にとって単なる対症療

法ではなく「根治療法である」と言い切るなど、明

解で説得力のある証言を展開した。

原告側の立証に対して、函側は、松元医師の土HE
意見書への反論書が出てきただけで、有力な立証が

なかった。控訴審kの立証て、は、原告側圧勝であった。

が、楽観できる要素はなかった。地裁での負け方

が負け方だった。加えて、宇土証人はす寸に採用さ

れたのではなく、裁判所に証人採用の上申書を2度

も提出したのち採用が次定されたものだった。

よいニユースは、第羽目の宇土証言の日に飛び

込んできた中出訴訟控訴審勝利のニユースだった。

もちろん後日、間判決全文は中出弁護団の協力を得

て、法廷に証拠提出した。これが大阪高裁判決の内

容を引き出す契機とならなかったとは言えまい。

大阪高裁判決は苫つの大きな争点について、要約

すると次のように判断した。

I 労災保険法第 13条2項にいう「政府が必要と認

めるものに限吾」の意義について

①労災保険は、実質的には労働基準法による災害

補償についての責任保険の性質を有し、本来は使

用者が労基法上履行しなければならない災害補

償を政府にいわば肩代わりさせる機能を営むも

のと解するのが相当。

② そして、労基法は、そのホ珠1項において、労

働者の業務上の災害に対する使用者の療養補償

責任の範囲につき、「必要な療養を行い、必要な

療養の費用を負担しなければならない」と定め

る。労基法施行規則3暁は、「労基法 7 &条瀕の規

定による療養の範囲は、次に掲げるもの診察、

冶療等、労災法13i呆瀕の1号ないし白号に掲げる

事項と全く同一である)にして、療養上相当と認

められるものとする」旨規定する。労災法13'条2
項の「政府が必要と認めるものに限る」との文言

も、労基法施行規則の「療養上相当と認められる

ものとする」との右文言とは別異に(より制限的

に)解するのを相当とすべき特段の合理的理由

は、 ｛何ら存しない。

③ 「療養上相当と認められる」とは、その当時の

一般的医学水準を基準とした判断において療養

土の相当性が肯定されることをいうものと解す

るのが相当であるから、労災法13'条頒の「政府

が必要と認めるものに限る」との文書の意義は、

政府がその当時の一般的医学水準を基準として

療養上の相当性についての判断をすべき旨を定

めたものであり、その当時の一般的医学水準を基

準とする判断の範囲を超えた裁量を政府に委ね

たものではないと解するのが相当。

I I 375通達及び30連絡(375通達と同時に出された

労働省労働基準局補償課長事務連絡第初号)の非

合理性ないじ違法性(その前提問題とレての録灸

治療についての一般的医学水準における知見)に

ついて

1 銭灸治療についての一般的医学水準におけ奇

知見について

①誠灸:治療は頚肩腕症候群、駒高症に有効である

との報告がある。適応が幅広く、長期にわたって

効果があるという報告がある。薬物ショッケや副

作用がほとんど問題にならないという利点在有

し、慢性的な頚肩腕症候群や腐盲症のように器質

的障害に基づかない仰ち、整形外科の領域外の)

痛みを主訴とする疾病の治療については、その痛

み自体を除去し得るという意味では、単なる対症

療法に止まらず、むしろ根本的な原因隊法に当た

るものである。また鎮痛作用だけでなく、自律神

経系、内分強系、免疫系にも影響を与え、その結

果として、中枢性及び反射性の筋緊張の減溺、末

梢循環の改善等の作用を発揮し、さらに鋭刺激が

全身的に生体の恒常性の維持、回復に働くという

考えもある。

②録灸治療の鎮痛作用機序

鎖灸治療の鈎甫作用機序は、痛みの種類に応じ

た複数のものと考えられ、各説のいずれかひとつ

で全ての鎮痛作用機序を説明することはできず、

来だ全ての痛みにつき完全に解明されたものと

は言えないが、他方、いわゆる西洋医学上の鎮痛

法であるモルヒネ施用が、中枢神経のどこに作用

して痛みを抑制するかについても、未だ完全に解

明されたわけではないのであるから、銀灸治療の

鈎高作用機序の解明の程度が、モルヒネ施用の場

合に比して特に劣っているということはできな

い。

③銭灸冶療の一般化伏況

各種のアンケート調査から 5～6年後である

1飽ぷ手12月になされた本件処分時においては、わ

が国における鍛灸治療は、既に充分に全国的に普

及し一般化していたものと認められる。

2 375通達及び30遼絡の非合理性ないし違法性に

ついて

①本件処分当時、銭灸冶療は、既に、痛みに対す

る治療の分野において、西洋医学上の治療方法に

比肩し得、これと相補い合うものとして、医学的、

相会的に承認され、かつ、全国的に普及し一般化

していたものと認めるのが相当。

そうすると、 37噛達及びま漣絡が、一方で西

洋医学上の治療の継続を認めながら、銭炎治療に

ついては、労災保闘併すの対象となる施術期簡を

一律に終了させる取扱とする旨定めているのは、

合理的根拠を全く欠く。

② したがって 37堀達等の定めるところは、一般

的医学水準を基準とした判断の範囲内のものと

は到底認め難く、労災法の規定に違反し違法。

③整元労i科医である松元司のいう錫灸冶療はBか

月で充分であることについては、根拠となる臨床

例に基づく統計的、科学的資料は何ら存しない

し、銭灸治療についての一般的医学水準の裏付け

を欠く、一方的な判断に基づくもので直ちに採用

し難い。

④ 3暗躍等発出時、労働省において、4, 5:名の

医家の意見を徴したほか、日本医師会、日本保険

鍛灸マッサージ師連盟とも協議をし、了承を得た

とするが、その医家の氏名は明らかではないか

ら、その選択に片寄りがなかったとは宣ちに認め

難く、かつ当時の一般的医学水準上の知見を諏査

し得たものとは到底認められない。日本医師会等

との協議、了承は、政策的合意の成立に過ぎない。

⑤ 当時、銀灸治療につき、療養補償給付期間の制

限のない濫給付と目される事例が生じていたと

しても、西洋医学上の療法についても生じ得るこ

とであって、医学的な根拠もなく、単に濫給付の

おそれがあるとの理由のみをもって、 37樋達等

を正当化するがごときは到底許されない。

⑥ アフターケアとして最長2年間続灸施術を行い

得る旨定めているが、労災保険とは別の制度であ

るから、そのことが労基法による災害補償の責任

保険の実質を有する療養補償給付の対象となる

施術期間について制限する理由にはならない。

m 本件処分の違法性(その前提筒題とじての本件

処分にかか吾録灸治療の必要性ないし相当性)に

ついて

①労災法1条に定める前記目的からすれば、療養

補償給付は、単に業務上の事由により負傷し、ま

たは疾病にかかった労働者の負傷、期青の治癒を

6安全センター情報95年5月号 安全センタ情報95年5月号 7
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図るに止まらず、それら労働者¢体力を回復さ

せ、できる限り職場復帰の実現を目指すべきもの

と解するのが相当であり、既に行政解釈において

も、労災保険の運用上「リハビリテーシヨン医療」

として種々の取り扱いがなされてきている。その

観長から見れば、松浦診療所の治療プログラム

は、基本的に正当なものと評価することができ、

治療熱果の推移に照らし、当時の一般的医学水準

を基準とした判断において、その治療内容は適

切、妥当。

そして、治療開始当時、控訴人は慢性的な頚肩

腕症候群及び腰痛症に穫患しており、鎖灸治療の

慢性的な頚肩腕症候群及び腕高症に対する鎮痛

効果の有効性に照らせば、鋭灸治療は、必要かっ

有効なものであったと認めるのが棺当。

そうすると、 2か月の施術期間が満了した以降

においても、控訴人については、当時め一般的医

学水準を基準とした判断において、なお、一般療

法に併せて鍛灸治療を継続することが、蛮療上相

当であったものと認めるのが相当。

控訴人の問診療所における治療期間は4手2か

月(うち鎖剤師期間は3年砂月余)に及ぶが、一

般的に保母の業務が慢性かつ難治性の頚肩腕症

候群及び腰痛症を生じさせるものであることに

ついては、既に臨床例に基づく研究報告が種々な

されており、難冶性の頚肩腕症候群及び関高症の

治療期間が拝、持、 1C岸といった長期にわたる

ことも、必ずしも珍しいことではない。したがっ

て、治療開始当時の症状及び宿療の結果として最

終的に治癒するに至ったことからして、治療期間

は、控訴人の慢性的な頚肩腕症候群及び腰痛症の

治療のために必要かつ相当なものであったと認

めるべき。

②整形外科医松元司は、業務上の事由による頚肩

腕症候群の発生要因としては、労働条件、労働環

境等誌の労働因子、基菌百本力の不足、身体の先天的

異常等の身体的因子及び精神的、 J乙哩的諸問題に

由来すると考えられる精神心理的因子の欽要因

が存するのであり、もっと重症の骨折、挫傷等の

外傷であっても、通常はBか月も治療をすれば、

ほとんど治癒するか症状が固定するのに、重度な

他覚的症状がないにもかかわらず、休業により労

働因子を除外して3 - 6か月を経過しても症状が

回復しない場合は、精神I!)J_事均因子による病気で

あり、身体的、病態生理学的な問題ではない旨供

述しており、他の整形外科医にも、業務上の事由

による頚肩腕症候群については、愁訴が多彩で、

かつ多く、他覚的所見に特異性を見出し難い症例

が特徴的であることから、精神・心理的要因や性

格傾向の関与を重視する者が多い。

しかし、業務上の事由による頚肩腕症候群につ

き精神心理的因子が関与しているであろうこと

は常識的にも考えられるが、他方で、扶因子が

載然と分離され区別され得るものではなく、特に

精神心理的因子が労働因子及び身体的因子から

の影響を受けて変動し易いものであることも経

験土明らかであり、日守の職業生活における労働

過重による疲労蓄積、ストレス等の労働因子の長

年にわたる累積的負荷から不可逆的に発症する

に至った場合、労働因子が精神心理的因子に日々

累積的に多大の影響を与え、そのことが病像を複

雑、華街台なものにするということも、常識的に容

易に王獄車し得ることというべきだから、単純に、

労働因子を除外しさえすれば、当然に短期間で症

状が軽快するはずであるとはいえないし、また一

定期間の労働因子の除外後に残存する症伏は、全

て精神心理的因子に起因するものであるなどと

いうこともできない。そのようなことを牢｝学的に

実証した研究結果は全証拠中に認めることがで

きず、むしろ、逆に、職業性の頚肩腕症候群の患

者と神経症の患者との閣には、不安度において全

く違った面があり、華街白症例即神経症との判断を

すべきではないとの研究結果もある。

③以土のとおり、本件処分は、労災法1条に定め

る同法の目的及び同法13条頒の法意に反する違

法なものである。

すべての争点、論点について原告側の主張を認め

た判決内容てoあった。

高裁判決にもふれられているように、保育労働

者、福祉労働者の頚肩腕障害、勝甫という職業病に

ついての考え方がE重要な論点、のひとつであった。慢

性的なこうした劇甫の労災補償について、精神的、

体質的なものだとして軽視されたり、労災請求が認

められず裁判になるケースもある。今回の裁判で

も、銭灸冶療がこうした疾病に適用されたことか

ら、こちらが銭灸治療の必要性を主張すると、逆に、

もともと職業病ではないのだという反論がかえっ

てくるのであるロ

労災認定をした国自身がそうした主張をしてく

ることには正直言ってうんざりしたし、その主張に

のつかった地裁判決は心底怒りをおぼえた。幸いこ

の点についても高裁判決は妥当な判断を示した。

実は、大鵬鹿是裁判の地裁判決から高裁判決の聞

に福祉労働者の頚肩腕障害、胸高の公務外乱宝処分

の取り消しを求めたb の裁判の判決があり、 b と

も勝5樺定している。

ひとつは、対反府立中宮病院の自閉症児施設の職

員射す宏子さんを原告とするもので、 1鈎 2年12月大

阪地裁で勝訴、確定した。もうひとつは、大阪・吹

田市立保育園の保母東海久子さんを原告とするも

ので、 199t年 3月の大阪地裁敗言梓リ決を覆す逆転判

決が、 1994'年2月に大阪高裁で言い渡された。いず

れも地方公務員災害補償基金大阪府支部を相手取

った裁判だった。暗撲病としての頚肩腕障害、鵬甫

をめ寸る医学的論点は誠灸裁判でのそれと同様で

あり弘、大阪では

訴判決がこのところ続いていたのである。

鍛灸裁判で出てきた松元司医師は東京労基局の

局医も務めたいわば札付きであるにしても、医学界

では何年も前に決着がついたのかもしれない頚肩

腕障害、鵬高問題に苦しめられた裁判でもあった。

勝訴判決を受けて労働省に対する申し入れを他

の弁護団や全国安全センターとともに行った側掲

10頁参照)。労働省は、通達の見直しを含む再撫す

のた位の専門家会議を年明けから召集開催し、 1年

以内に結論をだす構えだ。 1月に入って、拾っの高

裁敗言梓倣は厳粛に受け止めるが、判決には不服。

見直し検討の結果が出るまでの聞は、 37:噛達の扱

いはこれまで通り」との事務連絡を出した側掲11

頁参照)。

神奈川の苫つの裁判で東京高裁の裁判長は、国傍

働省滞出に強く解決研日解)の話し合いに入ることを

勧告し、すでにそれが始まっている。また、神奈川

労災職菊甫センターなどでは東京、神奈川で新たな

鍛灸治療費の請求に取り組み、対行政交渉を開始し

た。 3 7 $重達による制限期間を超えた鍛灸施術費用

の請求に対して、各労基署では、見直されることが

わかっている通達に基づいた不支給決定を出すこ

とにはi南極的であり、具体的な調査を実施すること

を表明し出している。

判決後、銭灸師団体からの問い合わせが相次ぎ、

いずれも判決内容に非常に強い関心と期待を表明

されており、施術者側の注目度も相当に大きい。

労働省は、被災労働者、労働組合や医療機関など

の動向をにらみながら方針を策定しつつあると考

えられる。労働省に「録灸の効果があやふやだから」

などという言い草をもはや言わせてはならないの

は無論のこと、判決は最終的勝利への通過点であ

り、どれだけ被災労働者の要求をまとめ、いかに行

政にぶつけていけるのか、判断を迫れるのかが今の

われわれに課せられた課題であることは 町 T市
間違いない。 魁且
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情事義援重棋譜策制限度撤廃滋 皇ヨ

資料 1/舗灸訴諮関保弁護団の申入書

申入れの趣旨
1 はり・きゅう治療に対する労災保険療養補償

給付を一律最長1年に制限するものとして発せら
れた、昭和 57 '年基発第37開通達及び事務連絡第
お号を、直ちにかつ全面的に撤廃されたい。
2 労災医療が被災者個々人の傷病の状態に即し

て必要な療養を行い、可能な限り社会復帰・職場
復帰の実現在目的とするものであることに鑑み、
その卦古に当たっては、右目的達成のためのはり

きゅう治療の必要性・相当性について主治医
の判断を尊重すべきことを確認するとともに、い
やしくも支給期間の限定や性急な治癒認定等に
よって右目的を阻害することがないようにされ

たい。
3 前記通達等に基づく労災給付の不支給処分等

が争われている係争中の全事件について、前頭

の趣旨に基づき、当該処分が誤りであったことを
認めてその職権により取り消しを行うことを含
め、早急に全面的解決を図られたい。

申入れの理由
1 労働省労働基準局長は、昭和昨年5月31日付け

で、「労災保険におけるはり・きゅう及びマッサ

ージの施術に係る保険給付の取扱いについて」と
題する基発第 375号通達(以下 r375.i直達」とい
う。)及びその「運用上の留意事項」に関する事務
連絡第揖似下3噛達と併せて r3暗躍等J

という。)を発し、はり・きゅう治療について、「一
般医療」と「併施」の場合及びはり・きゅうだけ

の「単施」の場合も、その療養補断古付を最長1
年間に制限するに至った。

この 3 7 5.i直達等に基づく労災給付の打ち切り
杯卦古処分。)に対しては、全国各地で数多くの
不服申し立てがなされ、東京大飯・神奈川・静
岡等で不支給処分取消訴訟も提起されてきたと
ころであるが、去る u月3J日大阪高等裁判所にお
いて不支給処分を取り消す旨の判決似下「大阪
高裁平日決」という訓言い渡され、この判決は上
告がなされずに確定するに至った。間判決は右
「併施」の事案であるが、これとは別に「単施」
とみなされて 375:通達等に基づいて治癒認定さ
れ、給付を打ち切られた事案についても、平成5

年12月21日東京高等裁判所において不支給処分
取消の判決似下「東京高裁判決」という。)が言
い渡され、確定している。

そして現在、神奈川の苫つの事件については東
京高裁で、兵松の事件については静岡地裁で、そ
れぞれ審理古晴嘘続中であるが、これら事件の原告
経訴人)らもまた、はり・きゅう治療等を通じて
健康の回復と職場復帰を現に果たしてきでおり、
右両判決と同様の判決がなされる可能性は極め
て大きいロ
2 東京高裁判決も、また今回の大阪高裁判決も、
労災保険法 13;条瀕の「政府が必要と認めるもの
に限る」との規定は、療養補償給付の範囲を政府
が自由な裁量で定めることを認めたものではな
く、労働基準法 7,条にいう「必要な療養」ないし
河法施行規則36!呆にいう「療養上相当と認められ
るもの」に該当するか否かによって判断されるべ
きものとし、訴訟上国が主張してきた自由裁量論
を正面から否定している。

その上で、東京高裁判決は3市車達等の内容的
不整合性を指摘するとともに、はり・きゅう治療

開始から一律に 1年で給付を打ち切る取り扱いで
はない個別的判断の必要性を判示し、また大阪高
裁判決は、はり・きゅうの効果、普及状況等に照

らし、 3 75)jJ轄を正面から不合理かっ違法なも
のと判示したのである。

3 7忌畳達等の誤りは、もはや明白になった。
3 はり・きゅうについて相当の医療効果が認め

られる以上伶お、 375 . i重達等も、期間は限定して
もはり・きゅうを労災給付の対象としているの
であるから、医療効果の存在は前提となっている
し、訴訟の場での国側証人もその効果は積極的に
認めている。)、はり・きゅう治療が当謝度災者に
とっていつまで、どの程度必要かっ有効かは、そ
れぞれ個別的に判断されなければならないこと
は余りにも当然である。前記両判決も本人の症状

及び治療・回復筋晶に卸して、これを判断してい
る。

もともと労災医療が一律の期間制限になじま
ないことはその性質上当然であって、)旦開始さ
れたはり・きゅう治療がいつまで必要かの判断
は、当親捜災者の病状を最もよく把握している専

門家としての主冶医の判断に、基本的にゆだねら
れるべきものである。外形的かっ機械的な即断
で、行政側が一律に期間を定めたり、安易な治癒
認定を行ったりすることは、医療の基本及び労災
保険法の趣旨に真向から反するものである。
4 労災保際官僚養補償給付知趣旨・目的は、今
次の大阪高裁判決も判示するとおり、単に労働者

の働青の治癒を図るに止まらず、その体力等を回
復させ、できる限り社会復帰・職場復帰の実現を
目指すべきものであり、このことはかねて労働省
自身も明言してきたところである。そしてはり・
きゅう治療は、そ¢職場復帰等に向けた段階的就
労過程やりハビリテーション過程においても、極
めて重要な役割を果たしていることが多い。

はり・きゅう等の治療を受けながら、被災労働
者が懸命に職場復帯を目指し、あるいは就:労の継

続に努力しているときに、その労災給付を打ち切
ってしまうがごときは、労災医療の自樹子為に等
しく、かつ極めて非人間的な行為である。 37樋
達等は、まさにそのような性格のものだったので
あり、先の東京高裁判決に引き続く今回の大阪高
裁判決を通じて、このことが改めて白日の元に明
らかにされた。
5 よって、申し入れの趣旨記載のとおり、労働省

は 37諒重達等¢誤りを正面から認めてこれを直

ちに全面撤廃するとともに、向通達等をめ寸る紛
争事案全部について被災労働者の権利を完全に
回復することを基本としてその解執を図り、か

っ、今後のはり・きゅう治療に関する労災給付に
つき、改めて労災深険法の趣旨・目的に立ち帰
り、医師の個E刊号判断を尊重して被災労働者古ま必
要とする療養を十分に受けられるよう、そしてそ
れを阻害するいかなる給付制聴をも行わないよ
う万全の措置をとるよう、ここに強く申釘～

し入れるものである。 組lJ.議

［難 2/鵠舗の購(職騒事務鶴)
平成B年11月3J日、大阪高等裁判所において、療

養補償不苅告処分取消請求控訴事件伏飯高等裁判
所平成非配子コ沸21号)について、判決がなされた
とごろである伺リ添「鈴木異規子事件控訴審判決の
概要」参照一省略L
本件は、はり きゅう施術併施知治療効果につ

いて争われたものであるが、判決は、昭和5咋 E月
31日付け基発第3布号「労災保険における「はり・
きゅう・マッサージ」の脳荷に係る保闘古付の取扱
いについて」似下 r375号通達」という。)で定めた
はり・きゅう施術(併施)に係る保険給付期間につ
いて、 12か月を超えても治療効果がある場合には保

10 安全センター情報95年5月号 安全センタ 情報開年5月号 11
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険給付すべきである旨の判断を示したところであ

る。労働省としては、法務省とも協議した結果、下

記の 1の理由により上告を断念することとしたと

ころであるが、今後の対応については、下記2によ

ることとする。
阿422 H『】

1 判決に対す吾考え方

判決は、療養の給付の範囲については、一般的医

学水準を基準として判断すべきであり、国にその水

準を超えた裁量権が付与されているわけではない

とした上で、「はり・きゅう施術の冶療効果は12か

月を超えても認められる」という原告側の医学専門

家の意見を採用して3 7 5号通達を違法と判断し、本

件控訴人については2か月を超えても治療効果が

あったとして、原処分を取り消したものである。

はり・き申う施術に｛係る療養の給付の範囲に関

する裁量権については、国においても一般的医学水

準を基準として判断すべきものであると考えてお

り、この点について判決と国の見解に差異はない。

一方、国は、「はり・きゅう施術の治療効果は12

か月を超えて認められなし、」という当時の医学的知

見に基づき 3 7弱通達を発出したものであるから、

一般的医学水準について判決と国の考え方には大

きな差異がある。

しかしながら、上告して最高裁判所の判断を仰寸

ためには「判決に影響を及ぼす明らかなる法令違

背」が必要であるとされていることから、はり・き

ゅう揃荷の治療効果が12か月を超えて認められる

か否かの争いは、事実認定の問題でありと告理由に

該当しないため、判決内容には不服であるが、やむ

を得ず上告を断念したものである。

2 375号通達に係吾労働省の考え方

はり・きゅう脳荷の治療効果については、昨年の

東京高等裁判所判決(平成算桁コ)第2号、問第3

号)に続き、今回の判決においても 2か月を超えて

もはり・きゅう施術の治療効果があると判示され

たところであり、本省としてもこれらの判決を厳粛

に受け止め、はり・きゅう施術の治療効果に係る最

近の医学的知見について、専門家会議を開催する等

して本通達の見直しを含め検討することとしてい

るところである。

なお、検討の結果が出るまでの問、 375号通達を

適用すべき事案の処理及び係争中の裁判 開11司
への対応については、現行どおりとする。 臥 i且

資料 3/大臨舗灸戴判闘争の歩み

灸治療制限反対闘争

(関西労働者安全センヲ

発行パンフより 1982)

@全国の仲間とともに治穣制限に反
対レょう

労働省の意図を二度も中断吉せ吾
1981年6月24日、錨灸業界との席上

労働省が、労災保険による鏑灸治療

の取扱いを健保準拠(沿療期間最長6
か月、医療との併用禁止等)にしたい

と提案しました。これが問題の発端

です固労働省は誠灸業界と協定を結
び、 1981年 10月から実錨レていこう

と企んだのです。

これを知った私たちは、の冶療を

うける当事者を無視して冶療制限を

することは許古ない。②秘密裏に進

められている交渉在社会的に明告か

にしていく、の21点在柱に反対運動に

立ち上がりました。労働省、鎗灸業

界へは全国か呂抗議ハガキが集中

し‘その数は5.000通にも達しまし

た。また、国会社労委で川本議員(社)

によって労働省に対する追及がなさ

れ問題が公けになりまレた。急速に
盛り上がった反対運動により、 10月

協定化を断念古せ吾ことに成功しま

した。

その後、労働省は若干譲歩した提

案(冶療期閣を8か月に延長)を出レ

まじたが、これも全国の仲間の力で

中断させたのです。

@総評の反対をおし切って通達出吾

しかし、労働省は1982年3月頃より

再度通達案を作成し、銭灸業界1ζ了

承を迫ってきました。その時には反

対運動は、全港湾、全林野、全金、

全造船などの中央単産、大阪、兵庫、

東京、神奈川、大分、高知などの県

評にまで拡大していました.
5月19目、中央総評労職対と労働省

との交渉が行なわれ、総評との話し

合いが充分行われるまでは通達の実
施はするなと強く申入れをしまし

た。しかし、労働省は「医学的評価」

の見解が遣うことを盾に、通達実揺

に変更はないと表明し、最後は「労

働省の霞任においてやる」と居直る

始末でした。

同日開かれた労災保険審議会では

労働側委員の追及に収拾がつかず、
5月25日に労働大臣との話し合いを

することになりました.話し合いの

中で労働省は、「問題があれば改善し

ていく」と表明したにも関わ呂ず、

未だに改善する気配す 5ありまぜ

ん。そして、 5月31目、総評の強い反

対を押し切って、ついに基発375号通

達を出したのです。

@画一的沿擾打切り許さない腿いを

通達発令後、全国各地で反撃のの

ろしがあがり、反対闘争は織烈を極

5/31 墓発375号発令
6 - 8月兵庫、大阪、大分、神奈川、

東京の各県地評労基局交渉
自/22 大阪地評定期大会で治療制

隈反対の特別決議採択

10/ 4 北海道労協、道労基警に問題

提起

11/28 第15団法廷主治医松浦良

和医師証人尋問①
1989年
3/20 松浦良和医師証人尋問②

6/12 松浦良和医師証人尋問③

10/ 2 松浦良和医師証人尋問⑤

11 /7被告申請松元司医師証人尋

めてし、ます。反対運動 lことりくんで 間①(東京地裁出張尋問)
いる県評は 13都道府県に拡がリ、連 通達強行から裁判闘争へ 12/ 8 松元司医師証人尋問②(東京

臼のように監督署、基準局との交渉 地裁出張尋問)
が行なわれています。 1990年
375通達が現在の冶穣実態に全く 1974年 2/19 第21団法廷

合ってないことを強く訴えよう。 4/ 1 原告鈴木真規子古ん、社会福 7/13 原告申請兵頭正義大阪重大

現状を無視した労働行政は地方局 祉法人舎川学園キンヲハ 麻酔科教授証人尋問①

で問題をひきおこすものだという イ1.0.(精神薄弱児母子通所纏 1991年

ことを労働省に身をもって知らせ 設)に就職(だんだん、腰痛、 1/21 兵頭正義大阪医大麻酔科教

ることが必要です. 頚肩腕障害発症、悪化) 捜証人尋問②

被災労働者の実態を無視した労働 1981年 6/ 3 玉I11勤医師証人尋問
省のやり方に、多くの労働者の怒 4/ 7 天王寺労基署に対して顎肩 ν19 原告鈴木真規子証人尋問

りをぶつけよう。 腕障害腰痛で労災請求(療 12ハ6 第26回法廷、結審
養補償は 19B1年 10月2日～ 、 1992年

<反対掴争の経過> 休業補償は 10月106-) 4/27 大阪地裁判決全面敗訴

1981年 7/31 業務よ認定 5月 大阪高裁へ控訴

6/24 労働省が銭灸業界｛こ「健保準 1982年 日/11 控訴審第1団法廷以後、
拠」を提示 4/ 5 鈴木古んリハビ 1)就労開始 12/4

9/26 労働省「健保準拠」で指示文 5/31 375通達発令強行 1993年

害(事務連絡49号)を出す 1983年 3/ 2 第3回法活
9/3C 被災労働者全国協、労働省と 10/ 1 リハビリ就労を経て、完全職 5/10 原告側から土肥徳秀医師意

交渉 場復帰、治療継続 見書提出
10/22 国会社労委で川本議員(社) 1984年 6/17 第5団法廷

が労働省を追及 12/ 4 治療終了 10/ 7 宇土博医師証人尋問①

10/26 労働省が通達案(治療期間9 12/2日 銀灸治療費不支給決定 12/21 宇土博医師証人尋問②

か月に延長)を提示 (1983/4/1-1983/11/30分) 12/21 中出労災打ち切り裁判東京

12/16 総評本部が労働省と交渉 1985年 高裁で勝訴判決、確定
12/22 高知労基局抗議交渉、通話重曹 5/29 労災保険審査請求棄却 1994年

結かちとる 7/26 労働保隙審査会再審査請求 3/ 9 被告、松元司医師反論書(対

1982年 11/21 大阪地裁に提訴。 1984年 12月 土肥意見書)提出
3/26 労働省、自民党議員を通 U週 20日付不支給処分の取消を 6/ 1 原告、土肥再反論書提出

達案を銭灸業界に提示 求める。被告は天満労基署長 日/10 第 10回法廷、結審
4/ 7 全国1∞名以上の医師、反対 1986年 11/30 大阪高裁控訴審判決勝訴

声明文を労働省に提出 1/17 第1白法廷以後、 3/14、 12/14 労働省、上告せず、判決確定

5/18 労働省前坐り込み闘争 (19日 5/23 、7/11 、 10/3 、12 /12 12/26 鍛灸裁判5弁護団、労働省に

まで、表紙写真参照) 1987年 申し入れ
5/19 総評労職対が労働省交渉(5 2/ 5 第7団法廷以後、 5/21、 1995年

単産B県評bて参加) 日/20、 10/15 、12 /17 1/13 労働省、事務連絡 1号で専門

5/19 労災保険審議会で労働側委 1988年 家会議等による週
員が追及 3/ 7 第 12団法廷以後、 5/23、 遠見直レと現行ど

5/25 労働側と労働大臣の交渉 7/18 おりの扱いを指示

12 安全センタ 情報95年5月号 安全センター情報田年5月号 13



11主事費号時「融自車輪粘1) Jで盟鱒事Ei悪霊
長~毒F官j費需工場労骨者のi墨勤途上くも目翼下出耳目

長隣市投所現業労鱒組合・開環境事業支部
小山労災対驚委員会

-はじめに

「リリ←ン」と電話がなった。
電話の主は、地方公務員災害補償基金長崎県支部

審査会の 0氏である。内容は「小山事案の裁決書を
平成B年四月 27日に福崎会長から遺族へ渡したい」

旨であった。
電話を切ったあと「期待と不安」古疫錯して、し

ばらくの閣仕事が手につかなかった。
災害発生から約u年6か月の問、いろいろな出来

事があった。とりわけ、辛く悲しいことが多かった。
ある時、遺族であり請求人の奥さんから「一旦、公

務外の結論が出た。これ以上は頑張りきれない。審

査請求をとりさげてほしい」と言われたこと。また、
代理人の仲間から く2目、 3日徹夜しても資料を集め
きれない。文章を書けない。自分が過労死になりそ

うだから代理人をといてほしい」と言われたこと等

が、次から次へ頭をよぎった。

その後、奥さん、現労俣崎市役所現業労働組合)

書記局、上踊鵬、西工場の同僚などに連絡を取り

つつ、玉木一成弁護士、上野満雄先生へ報告を行っ

た。
12月27日、関係者による対策会議を開催し、「結

果はどうあれ、小山事案を通じて学習したこと。多

くの仲間と知り合えたこと。仲間から支えられたこ

とを大事にしよう」と全員で意思確認をした。また、

いずれの結果であっても報告集会を開催すること

を誓い、県庁の第1会議室へ出向いた。
午後唖寺、福崎会長から裁決書が読み上げられた。

主文

処分庁が、地方公務員災害補償法の規定に基づき

昭和反洋 12月5日付けで審査請求人に対して行った

公務外処分はこれを取り消す。

・連続 4時間のクレーン作業
清掃工場独特の騒音、紛じん、温度差の中

① 昭幸町昨日月 15日、小山正義さんは、西エ場の
1直勤務を行った。当日は、午前中(9:∞~13・ω)ご

みクレ←ン運転操作、午後(14∞~17 ∞)からは中

央管制室での業務を含む巡回点検業務に就いてい
る。

なお、本来のクレーン操作 (2台)は通常絡体制で

行うものが、当時はコンポスト工場の定期修理に伴

い、商工場へのごみ搬入が実施されていたことか

ら、諸での交替制による勤務となっていた。

ところが、同僚のM氏が急に体調の悪さを訴えた

ため、当初予定されていた持閣の倍の時間にあた

る連続4寺閣のクレーン運転を余儀なくされた。そ

のため、同僚に対し「今日のクレーンはきっかった」

と述べている事実がある。

さらに、 6月10白金)に2号クレーンのバケットの

ナットがゆるみ、被災当日まで修理をされていない
ことも、クレーン日誌で明らかである。そのために、

小山さんは、普段にも増して細心、の注意を払い、ク

レーン運転をしていたと思われるロ

また、 14時からの巡回点検業務においては、 1時

間おきに恒l、補機等の炉内点検を行っている。当

時は、ごみ処理量が特に多くなっていたため、西工
場の焼却機に故障でも発生するならば、長崎市のご
み焼到拠理はパニ、yケ状態に陥り、たちまち清掃行

政に支障をきたすことが予想されていた。

この巡回点検業務は、通常ま扮ほどの作業である
が、当時及び当日は、約必～伎紛ほどかけて念入り
に行っている。しかも、点検内容は単にメーター等

の指針をチェックするだけにとどまらず、「異音」

や「振動」を耳や手で確認をするため、精神的負担

は大きかった。そのうえ、騒音や温度の較差古可半う
各筒所の点検は、午前中の業務に引き続き行ってい
ることから、相当の負担があったと思われる。

一般的に騒音レベルが冗ホンを超すと、血圧、疲

労度の上昇をきたすと言われている。点検箇所の多

くの機器周辺では、その耐ンを必～跡ンほど超

えていた。また、温度差にしても騒音と同様に、生
理的変調の兆しがある人にすれば、耐久できる温度
よりも 15'- 25' Cの較差が生じていた。このことは、
心臓や血圧への負担が大きいと言われている。

② 当時の西工場は、昭和幻想7月の長崎大水害に

よるごみの増加や当工場の定期点検に伴う休炉、加

えてコンポスト工場傾注、合理化によって廃止)の
操業中止で、長崎市内から排出されるごみの8 0 %が

集中し、ごみピ、y トには約1β刃トン相当のごみが
滞貨していたにのような状態は、年にl回ないし2

回程度あり、 E月明けの時期に見られる異常事態で

あった)。そのことだけ見ても、当時刊の西工場に勤
務する職員にとってはかなりの心理的負担があっ

たことは明らかである。作業の上でも、ごみクレー
ンi監によるピット内のごみ積み替え業務は、通常

1時間当たり 2ト宜潤程度が、当時l乱約6 0 0 Dを超え
ることもあった。

さらに、ごみ収集車の搬入があれば、ごみを落と

すスペースを作らねばならないが、搬入車両の多さ

に対応できずに、道路で待たされた運転手とトラブ
ルが頻発した状況でもあった。そのため、工場職員
が搬入車両の整理に配置されたこともある。

クレーン操作の姿勢は、極端な官官傾姿勢のまま、

ごみが落とされた位置を確認しながら操作をする
ので、頭が心峨よりも下になることが多く、息苦し

く感じることをクレーン操作を行う誰もが訴えて
いる。

③ このような業務を終えた小山さんは、入浴後す
寸にスクーターで雨の中を退勤している。この際、
入浴時の温度は4ぴCくらい、外気温は 17' Cくらい

で、かなりの温度差であったことがはっきりしてい
る。

そのうえ、当日初めて運転したスクーターで、雨

合羽を着用して下り坂で急点 プの多い道路を、ブ
レーキを何度も踏みながら走行していたところ、長

崎市本鉢2了目バス停付近でスリップした状態で転
倒してしまった。

本人は転倒した後、しばらく意識を失っていた

が、岡場所を新子していたヤマト運輸の運転手に声

をかけられた際、「大丈夫」と答え、自力でタクシ
ーを拾い、かかりつけの病院へ行吉、診察を受けて
いる。

しかし、窪撃発作を繰り返したため、市民病院へ
転送された。市民病院では、 C Tスキャン、血管造

影等の検査を行った結果、「くも膜下出血」と診断
され、手術が必要なため、昭和お年日月 16日、式浮

病院に転院した。

大学病院では、手術を受けて治療と回復へ向けて
の訓練を続けた。昭和S年8月23日、リハピリ目的

で市開甫院に再転院するが、意識は全く戻らないま

ま昭和 5g年11月お目、気管支肺炎を合併して無念の
死をとげた。

@苦悩の日々が 11年余
途中の空白で一時はあきらめ

①公務災害認定をめ寸る行政不服審査が、こんな

に時間がかかるものかという実感がある。
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翻困閥抗討旬存主苦手湯量巨華
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審査会要員によ"現場揖証で当時を再現(左前閣聖勢のクレーン謹作)、右民害現場)

地方公務員災蔀歯償法第1条では、「地方公務員の

公務上の災害または通勤による災害に対する補償

の迅速かっ公正な実施を確保するため、地方公共団

体に代わって補償を行う基金の制度を設け、その行

う事業に関して必要な事項を定め、もって地方公務

員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与

することを目的とする」と規定されている。

ところが、実態は全くかけ離れたものであり、経

過は次のとおりである。

昭和弱年 6月 15日 災害事故発生

昭和5鉾 1月15日死亡
昭

昭和任洋 12月 5日

昭和 61年 2月 14日

«樹寸書類»

.本島市長意見書

-田口健二傾国会議員)県

本部委員長意見書

-西工場上司意見書

西工場同僚職員意見書

.クレーン作業状品写真

医自市所見書

認定請求が遅れた理由書

現認書・・・第三者証言

公務外通知

審査請求書提出

請求代理人松本博、内田直

紀

«痢す書類»

昭和63年 6月 10日

昭和 63年目月19日

平成託手10月 31日

平成 4年2月22日

-審査請求理白書

・委任状

・処分を知った日を証明す

る書類

作業各箇所の温度差一覧

表
・転倒場所から歩いたと推

定される経路図

弁明書受理

反論書提出

請求代理人松本博他12名

«添付書類))

・上野満雄医師意見書何山

大学医学部衛生学教室←

当時)

-商工場の業務実態

.労働安全衛生委員会開催

内容

申し入れ書提出

第l回審査会

意見陳述

小山千相3 請求人

高野園久元西工場長

坂上 享元係長

-白浜寿男元操作係長

小野道康西工場同僚

ー松本 博代理人

-内田直紀代理人

・井川 勉代理人

他代理人略出席

平成昨7月 6日 公務上認定を勝ち取る総決

起集会開催

平成咋7月21日 第2回審査会

平成E年7月 21日

平成時11月22臼

平成昨日月22日

平成昨12.月 27呂

意見陳述

・本島 等長崎市長

玉木一成弁護士

上野満雄医師

・松本 博代理人

・内田直紀代理人

・井川 勉代理人

他代理人2 2名出席

«添付書類。

・松田静宗産業医意見書

西工場職員病歴一覧表

騒音温度差の調査一覧

表

ークレーン臼誌

・公務上を求める署名

(61,519名)
審査会委員等による西工場

現場検証

出席者

審査会委員

審査会参与

審査会事務局員

現業労組三役

代理人代表

西工場同僚

西ヱ場現場検証報告書提出

イ世k全員の署名提出

公務上逆転裁決

この総量から見て、公務災害認窓青求から公務外

の結論が出るまでに約百か月(これだけは、地方公務

員災割面償法第 1条は守られていると言ってよい)。

ところが、行政不服審査請求に基づく審査請求から

公務上認定まで約鮮1時月の歳月を要している。

とりわけ長いのは、審査請求から審査会燭始までの

約任紅白か月である。その中で、遺族及び代理人が

反論書を提出してから第1国審査会までの約呼3か

月は何の連絡もなく、ただひたすら審査会開催を

「待つ」のみであった。

② これまでの問、いくつもの試練の場があった。

業務内容が過重になっていることと、退勤途上の災

害であるため、家族はもとより、同僚たちも当然「公

務上」認定になることを信じて疑わなかった。その

ため、同僚らは公務災害認定請求の資料作成に精カ

的に取り組み提出に至った。

ところが、地方公務員災害補償基金長崎県支部

は、昭和的年 12月5目、不当にも「公務外認定」を

下した。

故人の妻であり、請求人の小山千枝乃さんの普悩

がここから始まった。子ども 3人はまだ全てが「学

生」伏学・高校・中学)であり、ある時は厳しい父

親役を演じ、時には優しい母親の姿を見せねばなら

なかった。夫の遺族年金郊古額は月 6万円くらいで

あり、退職金や生命保革貴金等の収入での生活を強い

られ、子供たちを育てていく中で、貯えもだんだん

減少していき、生活費を切り詰める日々が続いた。

当時、小山千枝乃さんがこのように言ったことを

はっきり覚えている。それは「子供たちが素直に成

長してくれればそれでいい。私はとても父親役にな

りきれない。交がいればこんなに苦労することはな

かったろうに!J とつぶやいたことである。

家族の誰かひとりでも欠けるということは、とて

つもない大きな出来事であり、ひとつ間違うと、家

族がバラバラにならないとも限らないのである。そ

の中でも、家族の中心にいて、働きざかりの父親が

突然いなくなるということは、不安と戸惑いを招

く、これが小山家の現実であった。

③ 「公務外認定」という監査しい結果を受けて、次

なる取り組みは行政不服審査請求の手続である。

公務災害認超音求の段階は、多くの同僚の支援に

支えられたが、一旦「公務外」の結論が出ると、「こ

れ以上しても無理さ」や「病気が原因と言われれば、

素人のわれわれでは何もて、きない」という声が大半

を占め、行政不服審査請求には消極的な態度が目立

ち、「もう、これで終わり」という雰囲気さえ漂い
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時騨謹盟主E重平空整塑竺璽整理戸程一

はじめ、支援体制が崩れそうになっていったロ
小山千筋Eさんにしても、公務災害認競青求さえ

初めての経験であり、不服審査請求ともなれば、全

く未知の世界であり、戸惑いと動揺があった。
この危機を救ってくれたのは、自治労という組織

である。自治労で開催した「労働安全衛生集会」に
出席されていた、当時、岡山大学衛生学医師であっ

た中桐伸五先生観自治労顧問医師)の助言をいた

だいた。
中橋先生が「小山さんの災害が認定されるのは、

現在の制度でいくと困難である。1 0 %の可能性さえ

ない。労働者の生命が仕事、特に過重な労働条件下
の中で奪われたという事実があるなら、 1C岸かかろ

うとも、労働組合で取り上げるべき。そうでないと、

次から次に仲間の生命が奪われていく。それに立ち

向かう勇気を持て!Jと激励されたことが頭をよぎ

る。
その際、紹介をいただいた上野満雄医師自時岡

山大学、現東京割陪人総合研究所)に連絡を取るこ
とができた。上野先生は、すく?さま来崎されて西工

場の現地調査及び退勤までの検証を難詰され、その

後、意見書を送付してくださった。

そして JJ 、山千枝乃さんから委任を受けた代王里人

絡が審査請求の手続を行ったのである。

④審査請求から反論書提出までの聞には、上野先

生からの問題提起があり、「また頑張ろう」という

仲間の復活もあった。反論書提出に当たっては、委

任を受けたイ明人も1略を超え、再度、西工場の業
務実態点検を行うことができた。

ところが、反論書を提出してから、 1年が過ぎ、

2年が過ぎても審査会を開催する連絡が来ない。委

任を受けた代理人は、いつ審査会が開催されてもい

いように準備はできていた。
審査会事務局へ再三、再四にわたり小山さんの審

査会開催を要望するが、「現在、佐世保や島原等の

事案Hの審議が実施されているので、その後必ず隠催

するのでもう少し待ってほしい」との回答にとどま

っていた。
その後、小山千枝乃さんから、「公務外が出たの

で、やはり無理と思う。審査請求を取り下げてほし

しりと訴えられたり、「まだ小山労災問題をしてい
るのか。いい力目減に諦めろ」と批判を受けたことも

あった。
その都度、委任を受けた仲間が集まり、お互いの

気持ちと意見を交換し、励ましあった。また、仲間

同士て意見の対立が起き、仲間から外れていく者も

出てきた。
平成2年10月、小山労災のみならず、現業職員の

公務災害領痛)の審査会開催を行うよう申し入れ

た。そこで、審査会事務局員の異動に伴って、提出

したはずの反論書を紛失していることが判明した。

そのことから、審査会事務局の姿勢を厳しく追及

するとともに、小山事案の審査会開催に対しては慎
重なうえにも、必要な時閣を設定するように強く要

望し、了解を得ることができた。

⑤ 頭目審査会の開催は、平成年12月に開始され

た。
第1盟国の審査会は、請求人、当時のよ司及び同

僚、並びに代理人の法から当時の西工場の業務実
態、小山正義さんの1日の業務内容をきめ細かく陳

述するにとどめた。理由は、制限された時間の中で、
全ての陳述を行うことは困難で不可能であり、論点、

が中途半端になることを避けたからである。なお、

その際、再度の審査会開催を要望すると同時に、次

回は専門的立場による審査会開催の約束を取り付

けることができた。
第劉自の審査会は、本島島靖市長プの口頭陳述。

代理人から再度、被災当日の業務過重性、作業環境
実態、当時の労働安全衛生問題点の口頭陳述と西工

場の業務実態を理解していただくた訟の、現地調査
の裁量を強く要望した。上野医師は医学的な立場か

ら、玉木弁護士以去律ーとの観点、から意見J陳述を行っ

ていただいた。

その結果、審査会委員・参与を含む西工場の業務
実態に関する現場検証が実施された。その後、委員

・参与による審議も数回行われた。

審査会の委員・参与の尽力はもとより、上野医

師、玉木弁護士の専門的立場からの意見陳述並びに

任命権者である本島長崎市長自らが参考人という
かたちでの意見陳述をしていただいたことは大吉

かった。

また、産業医松田医師の意見書提出、長崎県内
61,51'略の「認定請願署名」の提出や長崎県労働者

法律ネ、 yトワーケf壊宇野氏の助言、長崎県過労死

弁護団の提言など数多くの仲間に支えられ、最終的

には「逆転公務上」の裁決をいただくことができた。

小山事案は、最初は大きなうねりの中で船出した

ものの2年、拝、各と月日が流れることで、小さ

なうねりとなり瞬く簡に消え、小さな灯になりかけ
た。その灯も最後は請求取り下げにより消えようと

もした。本当に苦悩ばかり続き、数名の仲間は諦め
てしまった。それでも多くの仲間から支えられ遺族

をはじめ親類の方々もやっと笑顔を取り戻すこと

ができた。心から全ての方々に御礼申し上げます。

@たまたま発症したもの
原因は本人の病気

①小山千枝乃さんは、夫正義さんの公務上認定を
求める請求書を昭和区洋6月12日に提出した。それ

に対して、地方公務員災害補償基金長崎県支部信

田勇支部長)は、昭和庇咋2月5日、「公務外」との
結論を出した。

それを不服とした小山千街3さんは、代理人を立

てて、昭和6t年2月148 、審査請求書を提出した。
それに対しても、長崎県支部は、昭和6拝日月 10日、

審査請求を棄却するという裁決を求め、次のように
弁明している。

処分庁の弁明の要旨
1 弁明の趣旨

処分庁の弁明の趣旨は、本件審査請求を棄却する

との裁決を求めるというにある。
2 弁明の理由

処分庁は、上記1の裁決を求める理由として、次
のように弁明している。

(1体件災害の発生状記

被災職員は、昭和5存日月1 5日勤務終了後、スク

ーターに乗り退勤していたが、長崎市本1鉢ZT目バ
ス停付近にさしかかったとき急にふらつき転倒し
た。

通りがかりの運送会社のドライパーが現認して

いたため声をかけたところ意識を失っており、その
後2～扮後に意識を取り戻した。現認者らが救急車

を呼ぼうとしたが、被災職員は自力で歩き出し、途

中でタクシーに乗り、大林医院にたどり着いた。同

医院にて緊急事態と判断したため、市民病院に転送
され、くも膜下回血と診断された。
(2 )処分理由

①本件は、スクーターに乗って退勤途中に発症し

たものであるが、被災職員が発度後大林医院にお
いて帰宅中に気分が悪くなったと訴えているこ
と、また同医院での診断の結果、特に外傷が認め

られていないことから、本件疾病がスクーターの
車岡到による負傷のため発症したとは認められず、

転倒前に既に発症していたものと思われる。
②本件のような脳血管疾患が業務に起因するも

のと認められるためには、業務による過重負荷を
発症前に受けたことが認められ、なおかつ過重負

荷を受けてからの症状の出現までの時間的経過

が医学上妥当なものであることが必要とされて

いる。本件の場合、被災職員の勤務状況を見ると、

工場の定期点検等のため業務量が以前に比ベて

増加していたことは認められるが、西工場のロ一

テ一シヨンによる交替制勤務の枠を超えて勤務
するということもなくし、被災職員古宝喋業務に不慣れ

であつたということもなく

痴甫を発痘させるほど過重であつたとは認めら
れなしい、 oまた被災犠員は通常パス通勤を行ってお

り、被災当日は慣れないスクーターを使用してい
るが、このことが被災職員にとって本件疾病を発

症させるほど強度の負担であったとは認められ
ない。

③本件痴丙は、船勤脈療の破裂によるくも膜下出

血であることから、本件疾病に係る明らかな素因
を有していたものと思われ、退勤途中においてた
またま発症したものであり、公務との相当因果関
係は認められない。

いずれにしても、小山正義さんの死亡は業務と全

く関係がなく、「たまたま退勤途中にくも膜下出血

が発症したものである」と結論づけた。
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調融機関鱗嫡 -主主主主主主益三=三=ぷl
その主因は、小山正義さんの死亡原因となった

「脳動脈痛の破裂によるくも膜下出血」古宮業務に起

因するものでない。起因するならば、業務による過

重負荷を発症前に受けたことが認められ、なおか

つ、過重負荷を受けてから症状の出現までの附間的

経過が医学上妥当なものであることが必要である

と言っている。

このことを要約すれば、くも膜下出血などは、発

症の直前に業務と関連した突発的な異常な出来事

がなければ、いくら過労を蓄積した状態であったと

しても、それだけでは業務上とは認められない。か

っ、小山さんの場合、基礎民曹、とりわけ高血圧症が

あったことを理由にしている。

さらに、そのことを医学的に妥当と考えられるこ

とを証明せよ、と言っているのである。

小山さんの場合、家庭や日常生活には一切の原因

はなく、特に健康面には気をつかっていたのであ

る。したがって、当時及び当日の業務の中に原因が

あったことは、これまで述べてきたとおりである。

-審査会の英断
小山さんの死亡は業務上である

①平成鮮12月27目、福暗審査会長から「小山さ

λの業務とくも膜下出血との聞には、相当因果関係

があり、くも膜下出血は業務に起因して発生した災

害と認めるべきであり、これを公務外とした処分庁

¢判断は失当であるから、本件処分は取り消される

べきものと判断する」との裁決をいただいた。

小山千枝乃さん及び代理人は、この 11年余の中で

経験した苦悩を乗り越え、ヨチヨチ歩きの手探りで

積み上げてきた結果が審査会の英断に結びついた

と思うと同時に、誰もが涙顔で圃い握手をしたもの

である。

裁決書の内容は、上野医師及び玉木弁護士の主張

をほぼ全面的に取り入れ、地方公務員災害補償基金

員崎県支部の判断を覆している。

そのことは、小山千枝乃及び僚理人が公務災害認

定請求から審査会まで主張してきたことが受け入

れられたのである。

②裁決書の主な内容は、次のとおりである。

まず、本件のような脳血管損民包号患量が公務上と認定さ

れるためには、公務と相当因巣関印孫系をもつて発症し

た場合でなければならず

患患、ないし素因がある場合には、少なくとも公務がこ

れと共働原因となつて発症をみたといえることが

必吾要喜であるロ

RPち、具体的には、当謝度災職員がその発生状態

を時間的及び場所的に明確にし得るような異常な

出来事に遭遇したことまたは日常業務に比較して

特に過重な精神的・肉体的負荷を生じさせたと客

観的に認められる職務に従事したことにより発症

前に明らかな過重負荷を受けたと認められ、かっ、

当該過重負荷を受けてから症状の出現までの時間

的経過が医学的にも妥当なものであることが必要

である。そして、当謝皮災織員が基礎疾患を有して

いる場合には、上記の過重負荷が共働原因となって

当該基礎疾患が早期に発症しまたは著明に増悪し

たとか、当該基礎疾患の自然経過を超えて急激に著

しく増悪させる共働原因となったものとするだけ

の相対的に有力なものである必婆がある。

そして、この過垂性の評価に当たっては、そもそ

も当該職務俗務)の遥常の内容がどの程度疲労の

蓄積を惹起させる性質のものか、また、当該作業環

境自体が疲労の蓄積に影響を与えるものかどうか

等を前提として、近接する日時において発症と密接

な関連を有すると客観的に認められるような特に

過重な職務が存するか否か、あるいは、急激で著し

い増悪に関連があると考えられる過重な職務が継

続していたと客観的に認められるか否かを、その担

当していた業務の最のみならず、前記職務の内容、

作業環境等から総合して判断すべきものと考える。

そこで、小山正義さんの

A被災当日の連続4詩聞にわたるクレーン作業は、

異常な出来事である。

A被災当日を含む当時の商工場職員(クレーン運

転H立、搬入車両の運転土から「早くごみを捨て

るスベースを作れ」と頻繁に要請されている。

このことは、精神的緊張が推測され、肉階的負

3月18日に開催された逆転認定報告舞金であいさっする小山千報乃さん

荷があった o

A午後からの炉内点検においては、通常より時間を

費やし、運転機器類の故障を防止する任務を負う

ことは、専門的知識・技術が要求されている。

企当時は、コンポスト工場の定期修理に伴い、商工

場へごみ搬入がされたことで、結果的に負担が大

きくなっている。

A夜間勤務を含む不規則勤務に就く者は、脳出血・

くも膜下出血・心筋梗塞など循環器系民患が見

受けられ、ローテーションの枠を超えなかったこ

とを理由にすることはできない。

A清掃工場特有の騒音・温度差はもちろん、悪臭・

紛じん等の劣悪な作業環境下での業務である。ク

レーン運転の姿勢は極端な前傾姿勢が多く、滋王

操作中は終始強度の身体的負担が強いられてい

た。

以上の事実から、被災当日の業務は、日常業務

と比較すると特に過重な業務であった。

A業務を終えた後、入浴後ただちに帰宅の途につい

ているが、入浴時の温度と外気温の差は2σcを超

えていたものと推糊される。急激な温度差は血圧

の上昇をもたらし、被災職員の本件痴青の発症に

何らかの影響を与えたものと考えられないこと

はない。

被災職員のくも膜下出血の発症が、西工場から

退勤して問

もない午後

5時20分頃
とすると、

当該負荷を

受けてから

症状の出現

までの時間

的経過は医

学的に妥当

なものであ

る。

Aなお、被災

職員は、基

礎疾病とし

て「高血圧

症」を有していたが、昭和5 3年以来降圧剤による

加療を受ける等症状は安定していたこと、被災職

員の被災当時の年齢は4端であること、一般生活

及び家族の病歴等においても被災職員のくも膜

下出血と関連するような特別の事情は存在しな

いこと等からして、高血圧症の自然経過による発

症であると認めることは困難であり、公務による

過重負荷が当該基礎疾病の自然経過を超えて急

激に著しく増悪させたものと考えざるを得ない。

③ この裁決は、画期的な警告が発せられている。

その内容は「夜間勤務の含まれる不規則な職場の者

には、脳出血・くも膜下出血目心筋梗塞等の循環器

系疾患が多発する」と指摘されている。

現業職場には、清掃工場をはじめ下水処理場・守

衛・病院ボイラー等がある。自治体職場でみるとか

なりの数の車協がある。さらに、民聞を含めると数

えきれないほどである。

私たちは、これまで「定年まで働き続けられる職

場づくり J を訴えてきたけれども、安全でかつ働き

続けられる職場をつくるために、どれだけの努力と

点検、改善要求闘争を積み上げたのかを反省させら

れる。

また、通常の勤務体制から変更する時、安易に当

局提案を受けていないかを再度点検することが大
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切であることを教えられた。

@逆転勝利から今後の課題

①小山労災を通じて多くの方々と知り合い、多く
のことを学んだ。とりわけ、平成$f.6,月 ～7月まで

の1か月ほどで長崎県下の働く人々から、 61,5H洛

の署名をいただいたことである。
このことは、小山労災認定1闘争を「今日は人の身」

「明日はわが身」として位置づけた“人権闘争"だ

ったと言える。さらに、反論書から審査会において、

小山千枝乃さんから委任を受けた代理人参考人
はま洛を超えたのである。とくに審査会は「非公式」

審議を前提としているものを「公開」審議のかたち
で実現させたと言える。
労災認定請求は、「被災者申請」となっているが、

被災者だけでは展望を切り開くことは不可能であ
る。まして、死亡事案ともなれば困難であることは

明白である。そのことを証明するように、取り組み
が進むほど、長崎地区労、自治労県本部、県労評セ

ンターと運動の輪となって拡がり、ひいては、任命

権者である長崎市長及び商工場の当時の上司並び

に同僚の協力を得ることができた。さらに、専門的

立場から上野先生、玉木弁護士の後押しと、長崎大

学公衆衛生学教室や長崎市産業医の支援を受けた。

まさに、ごのことこそ、産別や暗躍を超えてひと
つの闘いに集中できたものと言える。

この結集と遺族の粘り強い信念こそが、「小山労

災が認定される可能性はl % J と言われてきたこと

を突破できたと思う。
こ¢臆いで学んだ財産は、何と言っても働<仲間

の連帯であり、お互いが厳しいからこそ支えあうと

いう労働組合運動の原点だったと言える。

②現在、労働者への攻撃は“不羽"を口実にした
強圧的な首切り解雇となってあらわれており、巧み

なものとなっている。
とりわけ、自治体労働者続業労働者)には身分

t公務員制度)まて事jぎ取る、職場の全面委託、嘱託

職員の導入といったものが展開されている。
当然、職場てい働く者の労働条件は悪化し、密度も

さらに増すことで、現職死亡はかつてないものにな

っている。だから、怪我、病気は「仕方がない」と

いった雰囲気さえ漂っている。

その意味では、各々の職場で労災事故がいつ発生

してもおかしくない状況に直面している。
誰も注意を払い、災害が起きないように努力をし

ていても、「人員不足」や「労働条件の悪化」が事

実上の原因として起きる「災害発生」を直視しなけ

ればならない。

また、そのため¢妨止策にも傾注しなければなら

ない。まず、各々の職場で「安全、衛生点検」を実

施することである。その場合、「これくらいは大丈
夫」といった慣れを取り除くため、お互いの「職場

交涜」が不可欠である。
労働者の「生命Jr健康」は一度破壊させられる

と、もとに戻すことはできない。「死亡j は絶対に

「生」にはならない。
小山労災の教訓はここにある。まず、労災を発生

させない聴揚づくりを目指すことである。かりに災

害が発生した場合、再び繰り返さない闘い古Fいま"

求められているロ

③首圭に、小山崎災認定闘争は「公務上必勝ち
取ることに主があったと言える。しかし、これまで

の取り組みを通じて、「公務上認定」もさることな

がら、結果を恐れない、取り組みの“経過"の重要

性を認識することができた。
U年余の闘いで「労安学習会」の開催、中断、ま

た再開の繰り返しの中で、まだまだ少数であるが青

年層の参加がみえだした。また、職場の点検苦動も

まだ乏しいものであるが“灯"を消さないようにし

たい。
これからは、小山千枝乃さんを含め全国安全セン

ターの会員になり、多くのことを学んでいきたい。
当面は、長崎県内における“過労死遺族の集い"等

の金画を提起しながら、本物の産別化闘争をしっか

りやりとげる話法です。
本当に n年余にわたり、支援、助言、共闘を組ん

で下さった全ての方々に心から御礼申し上げます。

制がとうございました。

職場に器け番エイ;え鞠題に
関, .番ガイドライン

エイズ後天性免疫不全症候群)の蔓廷は、世界的
に深刻な状況にあり、とりわけ、今後アジアにおけ
るHIV (ヒト免疫不全ウイルス)感染者似下「感

染者という。)の爆発的な増加が危倶されていると
ころである。日本の感染者数の報告数は、国際的に
見て多いとは言えないが、今後、増加も予想されて
いる。
わが国においては、昭和6廷判ζ「エイズ問題総合

対策大綱」が障議決定され、地域、職域等あらゆる
ルートを通じ、国をあげて啓発運動を展開すること
とされたところである。国際的にも、 WHO及び I 
LOより、昭和氏奔に職場とエイズの問題について
声明書が発表されている。また、労働省においても、

平成E年度を初年度とする第献の労働災害防止計
画の中でエイズ問題を取り上げ、職湯においてもエ
イズに関する正しい知識の普及等が効果的に行え

るような基盤鐙備を図ることとしたところである。
こうした中で、エイズの予防を図るため、また、

感染者である労働者が誤解や偏見により職場にお
いて不当な扱いを受けることがないよう、事業場に
おいても積極的にエイズ問題に取り組んでいくこ

とが重要であり、このためには、事業者が織場にお
けるエイズ問題に関する方針を作成して取り組む
こと力竺望ましい。

このため、今般、職場におけるエイズ問題に関す
る方針を作成する上で参考とすべき基本的考え方
を示した「職場におけるエイズ問題に関するガイド
ライン」を別添のとおり定め、事業場におけるエイ
ズ問題に対する自主的醐担を促進することとした
ところである。
貴識におかれては、以上の状況を踏まえ、種々の

機会を捉えて本ガイドラインの周知に努められた
い。

なお、この通達の解説部分は、本文と一体のもの
として取り扱われたい。

日IH震

職場におけるエイズ問題に
関するガイドライン

1 趣旨

我が国においては、現在のところ、報告された数
を見る限り HI V (ヒト免疫不全ウイルス｝感染者
(l.;l.下「感染者」という。)の数は国際的に見て多く
ないものの、今後増加するおそれもあることから、

その前にエイズ後天性免疫不全症候群)の予防対
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策を積極的に講じていく必要がある。
現在、我が国の感染者の大部分はお~4C議代であ

り、働き盛りの年齢層に集中していることを踏まえ

ると、すべての労働者が健康な勤労者生活を送るこ

と力支できるためには、職場におけるエイズ予防対策

が重要である。このためには職場において、労働者

に対し、原因となるウイルス、感凍経路等、エイズ

に関する正しい知識を提供し、感染の危険性の高い

行動の回避を呼びかけるとともに、 HIVに感染し

ていることが分かった場合の適切な対応の仕方を

伝える等のエイズ教育を行っていく必要がある。

他方、職場において感染者やエイズ愚者を適切に

受け入れる環境を作っていくことも急務となって

いる。このためには、労働者に対し、 HIVが日常

の職場生活では感染しないことを周知徹底し、職場

において同僚の労働者等の科学的に根拠のない恐

怖や誤解、偏見による差別や昼乱が生じることを防

止するとともに、感染者やエイズ患者が、仕事への

適正に応じて働き続けることができるようにする

必要がある。

このようなことから、事業者は、 2に掲げる職楊

におけるエイズ対策の基本的考え方を参考にし、エ

イズ問題に対する基本的な方針を作り、エイズ対策

に自主的に取り組むことが望ましい。

なお、本ガイドラインは、労働者が通常の勤務に

おいて業務上HIVを含む血液等に接触する危険

性が高い医療機関等の職場は想定していない。

2 職場におけ吾エイズ対策の基本的考え方

(主イズ教育)

(1 )事業者は、職場において労働者に対しエイズ教

育を行い、エイズに関する正しい知識を提供する

こと。

(2淳業者は、エイズ教育や相談等の企画、実施に

当たって産業医に中心的役割を担わせること。

(H IV 検査)

(3 )職場におけるHIV感染の有無を調べる検査

似下rHIV検査」という。階、労働衛生管理

上の必受性に乏ししまた、エイズに対する王艶平

が｝般には未だ不十分である現状を踏まえると

職場に不安を招くおそれのあることから、事業者

は労働者に対してHIV検査を行わないこと。

(4)事業者は、労働者の採用選考を行うに当たっ

て、 HIV検査を行わないこと。

停滞働者が事業場の病院や診療所で本人の意思

に基づ、いてHIV検査を受ける場合には、検査実

施者は秘密の保持を徹底するとともに、検査前及

び結果遥知の際には十分な説明及びカウンセリ

ングを行うこと。

(H IV 感設の有無に闘す吾秘密の保持)

(6滞業者は、 HIV感染の有無に関する労働者の

健康情報については、その秘密の保持を徹底する

こと。

｛雇用管理等)

(7)事業請は職場において、 HIVに感染していて

も健康状態が良好である労働者については、その

処遇において他の健康な労働者と同様に扱うこ

と。また、エイズを含むエイズ関連症候群に擢患

している労働者についても、それ以外の病気を有

する労働者の場合と同様に扱うこと。

(8)H 1V に 感没していることそれ自体によって、

労働安全衛生法第佼燥の病者の就業禁止に該当

することはないこと。

(日 ) H I Vに感染していることそれ自体は解雇の

理由とならないこと。

(不曜の出血事故害事におけ吾感染の予防)

(10津業者は、職場における労働者等の不慮の出血

事故の際の労働者へのHIV感凍の予防のため、

労働者に対する応急手当の方法の教育、ゴム手袋

の備付け等の必要な措置を講ずること。

職場におけるエイズ問題に
関するガイドラインの解説

1について

職場におけるエイズ問題に関するガイドライン

の趣旨について述べたものである。

2の(1) について

職場におけるエイズ教育の対象者及びその内容

として、例えば次に示したようなものがあげられ

る。

職場におけるエイズ教育の対象者及びその内容

の例

①管理職以外の労働者に対し次のような内容に

ついて教育する。

イ エイズという病気についての一般的知識

ロ 感染予防についての知識

(イ )HIVの感染来酪

(ロ)日常の職場生活においては感染しないこと

い滞染を生じるハイリスク行動

(ニ)感染の危険性を最小限にする方法

ハ エイズに関する情報の入手先

一 感凍の有無を調べる方法

検査の方法、時期及び検査を受けるか法

ホ HIVに感染していることが分かった場合

の対応、

へ職湯における健康情報の秘密保持の必要性

ト 職場における感染者やエイズ患者に対する

不当な差別の防止の必要性

チ職場におけるエイズ問題に関する基本方針

リその他

②管理職に対し①に加えて次のような内容につ

いて教育する。

イ 職場でエイズ問題に取り組むことの意義

ロ 職場におけるエイズ問題に関する各種のガ

イドライン

ハ職場における混乱を防止するた&の方策

ニエイズ問題に取り組むよでの管理職の役割

ホ海外進出先の国におけるエイズの現状及び

エイズ関連法

2の (2 )について

職場でエイズ問題に取り組む際には、組織的な取

組が必要となり、多くの部門、担当者が関与するこ

とになると考えられるロこのような場合でも、産業

医は、労働衛生部門のリーダーとしてエイズ教育や

相談等の企画、実施に当たって中心fト7役割を担い、

関係部門との連携に努めることが望ましい。

なお、産業医の選任を要しない事業場にあって

は、適宜、エイズ敦育に中心制役割を担う担当者又

は最邸置を選定するとともに、外部の専門の医師等の

話用を図ることが望ましい。その際、地域産業保健

センターを活用することも望ましい。

2の (3 )について

踊場におけるHIV検査の実施については、次の

ような問題点がある。まず、日常の職場生活ではH 
IVに感染することはないから、業務上のHIV感

染の危険性のない職場においてHIV検査を実施

する労働衛生管理との理由に乏しいことである。ま

た、社会一般のHIV及びエイズに関する理解が未

だ不十分であり、職場におけるHIV検査の結果、

職場に不安を招くといった問題が懸念されること

である。さらに、 HIV感染の有無に関するプライ

パシ一保護について、特別の配慮を要することがあ

げられる。このため、本人の同意のないHIV検査

を行った場合にはプライバシーの侵害となり、ま

た、本人の同意を得てHIV検査を行う場合であっ

ても、真に自発的な河意が得られるかの問題があ

る。このようなことから、事業譲号は職場において労

働者に対するHIV検査を行わないことが望まし

い。

労働者を海外にiJi¥:i宣する際に、 HIV抗体検査陰

性証明書が必要な場合においても、このことを事前

に労働者に周知した上で、派遣の希望を確認するこ

とが必要である。この場合、労働者が知らない聞に

HIV検査が実施されることや検査を強制するこ

とがあってはならない。むしろ労働者が自らの意思

により検査を受診することが望ましい。

2の (4 )について

本人の仕事に対する適性、能力に基づく採用選考

を推進するという観点から、採用選考を呂的とした

健康胤間検査は、応募者の能力と適性を判断する

上で合理的かつ客観的にその必要性が認められる

範囲内に限定して行われるべきものである。

この場合においても、検査内容とその必要性につ

いて、あらかじめ周知されるべきであり、応募者が

知らない間に検査が実施されることはあってはな

らない。

また、 HIV感染の有無それ自体は、応義者の能

力及び適性とは一般的に無関係であることから、採

用選考を目的としたHIV検査は原則として実施

されるべきではない。

なお、 HIV抗体検査陰性証明が必要な園での勤

務を行う者を採用しようとする特別な場合には、募

集時にHIV抗体検査陰性証明が必要であること

を明示する等、事前に応募者に周知しておくことが

望ましい。

2の (5 )について

労働者個人が特に希望して事業場の病院や診療

所でHIV感染の有無を調べる検査を受ける場合

においては、検査実施曹は受診者の秘密保持の徹底

を図る必要がある。また、検査実施者は、検査前及

びその結果周知の際、受診者がエイズや検査結果の

意味について理解を深められるよう、受診者に対し
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十分な説明を行い、また、必要に応じて受診者の悩
みや不安をよく聞いて理解し、適切なアドバイスを
与えるカウンセリングを行う体制を整えておく必
要がある。
2の (6 )について
労働者からの申出があった等の事情により、事業

者が労働者の HIV感染の有無に関する情報を把
握している場合には、事業者はその秘密告鳴を徹底
しなければならない。

また、健康診断結果等労働者の健康に関する個人
情報には、 HIV感染を推測させる内容が含まれる
こともあり得ることから、 HIV感染の有無に関す
る情報の管理の徹底のためには、労働膚の健康に隠
する個人情報一般についても、秘密保持を行うべき
である。
2の(7)について
HIV感凍それ自体によって仕事への適性が損

なわれることはないことから、感染者がHIV感染

自体によって不利益な処遇を受けることがあって
はならない。エイズを含むエイズ関連症候群に羅患
している労働者に対しては、他の病気を有する労働

者と同様に、その病状と仕事への適性に応じ、必要

に応じ産業医等とも相談の上、合理的な配慮がなさ
れるべきである。

また、 HIV感染症やエイズに係る休職の制度に
ついても他の疾病による休職の制度と同様の扱い
をするべきである。
2の (8 )について
日常の職場生活を営むことによって伝染するお

それのある伝染性の疾病にかかっている労働者や
労働のため病勢が著しく増悪するおそれがある者
等を就業させると、本人自身の健康状態を増悪する
のみならず、他の労働者の健康を害し文は悪影響を
及ぼすおそれがあるので、労働安全衛生法上、事業
者はこれらの病者を就業させることを禁止しなけ
ればならないこととされている償働安全衛生法第
倍条、労働安全衛生規則第 61条)。

この規定による措置は、労働者の穣患している疾
病に対して一律に実施される措置ではなし労働者

の病状、病態に応じて適切に行われるべき措置であ
る。また、労働者の就業の機会を奪うこととなるこ
とから、事前に産業医その他専門の医師の意見を聞
いて慎重に判断すべきものである。

HIV感染それ自体は、日常の職場生活では感染
しないことから、就業を禁止すべき伝染性の疾病と
はいえず、事業者は、労働者が HIVに感練してい
ることをもって、直ちに穀業を禁止することはでき
ない。また、エイズ発病後は、その病状、病態によ
っては、労働によって病勢力支著しく増悪するおそれ

があることにより就業を禁止すべき場合もあるが、
この場合においても、事業者は、あらかじめ、産業
医その他専門の医師の意見を聞いた上で、就業の禁
止を判断しなければならない。
2の (9 )について
HIV感染それ自体によって仕事への適性は損

なわれないことから、 HIV感染それ自体は解雇の
理由とはならない。

したがって、労働契約等の中で、 HIV感染それ

自体を解雇理由として掲げるべきではない。
2の (10)について
職場で出血事故が起きた場合には、産業医、衛生

管理者ヌは河僚の労働者によって応急手当が実施
される場合が多いと考えられる。 HIVが存在して
いる血液に皮膚が接触しても、透常、感染は成立し

ないものであるが、傷口や粘膜を通して感凍する危
険性がある。したがって、 HIV感染予防のために
は、すべての血液について、 HIVの他にも、 A型
肝炎ウイルス、 B型肝炎ウイルス、 C型肝炎ウイル
ス、 ATLウイルス等血液によって介される病原体
が脊在しているものとして取り扱うよう労働者に
対して周知する必要がある。この場合、より感繰力
の強い B型肝炎ウイルス等に対する感染防止対策
を基本としてその対策の徹底を図れば、 HIVに感
染する危険性を防止することができる。
具体的には、出血を伴う傷病者の応急手当を行う

場合に、血液への宜接接触を避け、使い捨てのビニ
ール手袋又はゴム手袋を装着し、血液等が飛散する
おそれのある場合は、マスクを装着することが望ま
しい。血J勘:国膚に付着した場合は、石けんを用い

て流水で洗浄するか、あるいは次亜塩素酸系消毒液
で消毒を行うべきである。また、血液の付着した作
業衣などは速やかに交換し、洗海すべきである。

頻繁に応急手当を担当する者を中心に、労働者に
対して、こうした応急手当の方法の教育を実施する

鐸問。

監理

井上 j告
全富安全センター劃薗長

川越署の若手

わたしたち監督官が最も苦労させられること

のひとつは賃金不払事件であった。労働者にと

っては生活の問題であり、その窮状はよくわか

っていたが、残念なことに監督官にも署長にも

支払い命令権がない。特に零細な建設業者には

因った。資力のないものも多く、なかなか迅速

な解決ができない。ところが、 3月に 1回程度行

われる基準局監督課の監査の際には、個別の事

件ごとに監察官が処週状況をしらべて小言をい

う。全くやりきれない。 E監督官もそんな事件

を何件カヰ包えていたが、ある日わたしに相談し

た。

r T組の事業主は出頭要求しても出てこない

し、昼間行ってもいません。どうしましょうか」

「地検の支部へ行って相談してみたらどうで

すか」

K監督官はさっそく相談に行って帰ってき

た。

「どうでした J

rJ封曲したらということです」

「それは大へんですね」

「わたしもそう d思って、遇措しようにも監督署

には手錠がありませんからといって、やっと断

りました」

K監督官はほっとした顔をして話したが、こ

のE監督官の安心は長続きしなかった。宝章日、

親切な?検察事務官が手当定を届けてきたのであ

る。結局、裁判官から道苦闘犬をもらう羽田にな

ってしまった。
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「仕方がないて、すね。わたしも行きましょう」

わたしも観念していうと K監督官が答えた。

「いや大丈夫です。わたしと岡本監督官と 2人

で行きますから」

そう強く答えて盟H早く2人で出かけた。事業

主は朝食中だったそうだが、令状を示すと案外

素直だったという。前回K監督官が事業量監督

について消極的な蘭があったと書いたが、また、

このような積極的な面もあったのである。人間

の値打ちは一面だけを見てもわからない例であ

る。

なお、逮捕の際に抵抗した例は、川口署管内

のある織物会社の社長の息子があばれたという

ことを、現場にいた人から穏いたことがある。

ついでに書くと、 K監督官は日本舞踏?由主得意

で、日曜などにはどこかに出かけて踊ることも

あったという。宴席で芸者と“奴さん"を踊る

のを見たことがある。よく宴会に招待されるこ

とがあったが、他の職員と違い K監督官は他人

¢代理というのは出席を拒否し、あくまでもご

指名でないと出席しなかった。それもひとつの

見識であったろう。そこにいくと、わたしたち

は借住下劣のせいか全く見境いなく出席したも

のであった。

この頃、相当規模の大きい工場の違反を摘発

したことがあったが、このときは革新議員が労

働本省を通じて動き事件にしなかった。関係者

健在につき書かないことにする。その議員は某

大労組の出身であった。民間労組ではない。

申告て最もいやな思いをしたのは某私大の事

件であった。結局、高級官僚出身の元大臣もや

ったことのある理事長だかに出頭要求を出さざ

るを得ないことになり、出頭しないことを承知

で出したこともある。申告者も多分いゃな思い

をしたのではなかったろうか。詳しくは「労働

Gメン」に書いた。

残念?だったのは名門の霞が関ゴルフ場の忘

年会に行かなかったことである。毎年、年末の

土曜日の午後に全署員を招待していた。しかし、

当時はだれか1人は留守番する必要があったの

で、川越に赴任した年には希望してわたしが留

守番をした。ところが、翌年12月には鉾足らず

で車足勤してしまい、とうとう招待の栄には浴せ

ずじまいであった。日記には rlfお伴ロ月 17日

比)晴 午後霞が関ゴルフ場に行かず1人で留

守居。思いもかけずW弁護士がお菓子持参で遊

びにきて退屈せず。」とある。

l託畔1月1日伺)晴

暖い。昼少し前、源吉さんが異様な面ざしで

来る。昨日 14時広治中氏長逝と。猪の部屋で青

い空在見ながら昼食。生きていることはいい。

(あの半田署時代の親友中元監督官が腎臓移植

した古浮遅れで東大病院で死亡したのである。

“友を選ばば書を読みて、六分の侠気回分の熱"

という文字どおりの好漢であったが。 1月7日葬

儀。)

1月15日伺滞

東大赤門横の学士会館別館で松岡教授を囲み

門下生労働法研究会。黒瀬女史他 1名研究発表。

l月18日休滞

労災保倹業務について労働省の監査。署長刊の

戦々恐々たる大騒ぎおかし。病や本省の監査と

いうと、ずい分前から書類の整備をしたりして

大騒ぎした。最も大騒ぎするのは会計検査1院の

監査だった。監査後には接待とお土産は付きも

のであった。)

2月2c日0<漫

午前蓮聞のH工業(一部上場)の定監。 T総務

課長の社用族振りに吐気を催すほど。 (T課長は

近くの倒産した紡績会社より採用された人で、

わたしを昼食に誘い、断るのにi慣を頼み、わた

しが飲まないと自分で飲み、おまけに追加して

飲み続けていた。この日だけでなく、わたしが

用件があって 2月 22臼会社に行った特にも、断る

わたしを大宮まで付けて来て 1人で消えて行っ

た。おそらく、わたしを接待したということで

会社に請求したはずである。この頃の日記では、

1月27日(土)水戸の国保会館で講演。 2月4日(日)

池袋の豊島振興会館で講演。 3月3日(日淋奈川

勤労会館で講演というように土日は講演、夜は

東武鉄道で北刊住や浅草まで出て夜学の講師と

いう生活を続けていた。もちろん役所では知る

人なし。)

3月28日(木淳謹
午前中署長交替による事務引き継ぎ。 Y事務

官異動に不満で職務を放棄。(y事務官は噂級

昇格が実現できなかったのが不満で、ふてくさ

れて労災保険業務を放棄したのであった。新署

長は局課長からの天下りで、これまたわたした

ちは大不満であった。局課長の職は本省から出

て全国をまわる通過部隊が独占していたが、局

長になる見通しがないと人事権を利用して右翼

署の署長に天下りした。そのためわたしたちの

昇任が地方に比較して著しく遅れていたのであ

る。しかも、本省に署長の内申を行うときに「地

元に適材がない。」という理由を付けたというこ

とで、あった。その後全労働の抵抗強く、現在で

はないようである。)

4月10日依選

志村、会田の両監督官と丸関工業株)と小暮

製作所の定期監督。午後暗からl暗まで料亭

“ヤマヤ"で歓送迎会。倹田監督官は早大法で

4月の新規採用 o自治労書記高橋公さんも知って

いる人と書けば、読者でも知っている人がいる

かも。後に全労働支部執行委員に立候補すると

きに、本部が邪魔したとかしないとかでごたご

たしたことがある。当時直情怪行、清廉潔白、

わたしたちは大いに恐れたものである。)

5月2日休)曇晴

ケラウゼビツヅの“戦争論"を読み続く。午

後草加の三興製鯨庁定期監督。夕暮の国際劇場

を聞跳8めて

争論は戦前に馬込健之助訳の岩波文庫本を買つ

て読んだが、文章は王強平できても深い意味まで

は不明であった。後半の合唱については全く記

憶なし。)

5月お日但港

寒し。明治学院大学で社会政策学会。“労働災

害と労働基準法"というテーマで研究発表。頭

がすっきりせず不調。松岡先生と一緒に丸山先

生の部屋で昼食。先生連と労働旬報社松本氏と

で夕食。

6月1日比滞曇

神谷荘で松岡先生と全労働春山氏の 2人で座

談。餅働基準法の安全衛生関係について座談

し、そのテープをとって労働法律旬報が活字に

した。松岡先生がわたしを売り出すために企画

され、主としてわたしがしゃべった。春山氏は

宮城局の監督官で法律や経済に詳しく、後の全

労働副委員長。総評常倍鉾事、統一労車乱懇事務

局長その他を歴怪し、現在は労働者教育協会副

会長の職にあり、熱心な労働運動家である。)

7月4日休滞輯
午前、草加の西山家具工業(株)、蓮沼木工

府)、城南製作所の定期監督。午後近代美術館

で戦争中の映画“熱砂の誓い"を見る。何と空

しい努力をしたものか。終って拍手起こる。李

香蘭美し。漢術館で戦争中の映E冨をやっていた

ので、仕事を早く切り上げては見に行ってい

た。)
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8月16日往還

午後休む。今月ほど金に苦労したことなし。

(よほど困っていたのだろう。 7月分の給料の手

取りは5 8, 6 f沼円、旅費2,飽2円であった。その他

には若干の原稿料や講師料が入るだけだったの

で苦しかったのだろう。)

9月8日(印雨

湯川秀樹の“創造ヘの飛麗"を読み続く。

10.月1 5日伏滞

休んで専売ピルヘ。全労働春山氏の要請で合

化労連へ行く。松岡教授、春山氏、園田氏品富岡

職安出身、全労働委員長)で労働基準局の地方委

譲案に対する対策の相談。(都道府県労働基準局

在廃止して都道府県庁の中に吸収するという政

府の案に反対しようというものであった。労働

基準行政は国の直轄でなければ公正な行政がで

きないというのである。労働省幹部の案では、

全国の都道府県に労働行政専門の部があるのは

緒E道府県のみであるから、全部に労働部を設け

させようということであった。そして部長には

労働基準監督官を任命するということである。

これは、全国の労働部長白任命権を事実上労働

大臣が握るということである。そのことによっ

て、新潟と福岡の労働部長しか握っていなかっ

た労働省が、自治省や建設省等と同じように全

国¢労働部長の人事権を握るということであっ

た。そして、これに対して最も反対したのが労

働本省に勤務している監督官たちであった。特

に監督課では、もし、実現するということであ

れば公務員には禁止されているストも辞さない

という。それを聞くと、いかにも基準行政の公

正さを確保しようとする熱意に燃えているよう

にも見えるが、実は他にも理由があった。すな

わち、現状では監督官試験合格者でも東京と大

阪を除く基準局長にはなれるが、都道府県の労

働部長ということになると職安、労政、職業訓

練の各行政も入ってくるので、とても部長にな

るのがむずかしいということがあった。そのた

め、この地方委言甑対は組合だけでなく管理者

側も張り切っていておかしかった。もちろん縄

張りに影響のある他省の思惑もあったろうし、

やがて廃案となった。

11月11日開滞

午後、全労働の地方委譲反対て宮通会館へ行

く。終って夜学講師。若林氏俸務次官後に退任、

現在は労働福祉事業団理事長)が富山県の中小

企業課長と。信仏燥には労働省の出向ポストが

ある。)

日月26日休漫
寒し。益田、ー倉、志村、会田の各皇室督官と

相馬技官で午前中は草加のWベニヤ捜査。草加

職安に場所を借りてー倉氏と調書作成。午後K
化学株)の再監督。社長不在。相馬技官はカメ

ラを持って工場に入る。無断であぶないと思っ

たが止める暇なし。社長真っ赤になって怒りな

がら帰ってくる。監督官のうち 2人は全く元気な

くなる。この住民は税滞署や警察でも扱いを苦

労している。後に労働基準法違反で送検。記憶

になかったが最近志村、益田2氏に確認。)

ロ月担金滞

暖い。昼休みに署の横の田園の中で相馬、大

熊、志村の2氏どじょうすくい。午後、越谷の日

本エレベータ 株)定期監督。信内人口は1∞
万人を超え、業務量では全湿の都道府県の扮の

1は当署以下で、あった。しかし、署の周囲は水田

で魚が沢山いて、時には子供を連れた親鴨さえ

見かけたことがある。そこで昼休みにはよく魚

をとったのである。特にどじょうとふなが多か

った。) 田

事識と鶴輔でí,~盟麗蕗」謹露

神奈川・労災曙レの親会社iこ補償と対策要求

海に浮かふ?大きな船、その水面

下の部分の修理はどうやって行

うのだろうか。鉄板を切ったり取

り付けたりする作業は、当然水中

ではできない。そこでドッケ侭

わり問中に船を入れる。ドック

の中の海水をポンプで外に排水

する。そのまま排水し続けると、

船は傾き倒れてしまうから、ドッ

クの底に、盤木4まんき)と呼ぶ、

いわば大きな積木のような木や

鉄を置き、そっと船底が上にのっ

てバランスが保たれるようにす

る。そうすれば、海水を全部出し、

船腹に対して両側のドックの壁

からも聞定するようにし、作業が

開始できるというわけだ。

@事故発生!

日本鋼管の浅野ド、yクl士、東神

奈川Ic横浜市)にある修繕の専門

工場。 1お伴2月にはインド船の

爆発・火災事故で13名が死士す

るという大惨事があった工場で

あり、日本鋼管全体の合理化の中

で今年中に閉鎖が強行されよう

としている職場でもある。

1!*お年1 0月 15日、浅野ドックで

の盤木の調整作業中に事故が発

生した。潜水工歴3 く王手のベテラン

Eさんは、潜水作業中に作業船

(ダイパー船)からの送気ホース

が本船にはさまれたのに気づい

た。誤って、日本鋼管のT職制が

ドックの水を排水するバルブを

回したため、本船が沈みだし、盤

木の間にあったホースをふさい

だのだ。ダイパー船には、 Eさん

の所属する日来鋼管の下請D産

業の社長が乗っている。必死でつ

ながっている電話に救助を求め

る。しかし、ホースはつぶされた

ままJ割く用ヘルメット内に残る

わずかな空気。恐怖と苦しさは、

次第にもうろうとした気分に変

わっていったという。異常に気づ

いた君主長が、あわててT職制に指

示、パルプを操作し、注水。本船

がわずかに返上、つふぬされていた

ホースから窒息寸前のKさんに

空気が送られた。助かったー。も

うあと、そう、 l頃安でも遅れたら、

Eさんの命はなかった。潜水具一

式の重さは 7ト船協自力で上る

すべはない。

潜水用エアホースで船に引き

上げられたEさんは、その場にへ

たりこんだ。怒る気もうせていた

という。抜けがらのようになっ

て、その日は電車で自宅に帰っ

た。実は、船に引き上げられた後

の11 "動や、どうやって帰ってきた

か、 Eさんは覚えていない。後日、

D社長に教えてもらったのだと

いう。 3日間、恐怖にうなされ、

食事もとらず、布団に伏したま

ま。

命労災申請だけはじないでくれ

説得にかか吾会社

10月 1 9目、自省丘くの横須賀市

立市民病院で診察を受ける。病名

は「心因即向。あまりにも大き

い恐怖体験のため、不眠、不安、

うなされる閉所恐怖、定欲不振に

も苦しめられ、仕事はもちろんの

こと、日常生活でも多大な被害を

被ることになったのだ。しかも、

後に紹介するように、このような

事故は Eさんにとって 2度目。そ

れだけに心の奥深くきざまれた

傷は大きかったのだ。事故による

両方の耳の感音索開、耳鳴りもつ

らかった。

幸いなことに主治医は「これは

業務上の事故。あとで後遺症が出

たりしたら困るので、労災にして

もらうように」と言ってくれた。

病院の方も労災扱いにしてくれ

ると言う。早速、奥さんが社長に

「労災にしてください」と言いに

いった。ところが、「金主事的には

絶対迷惑をかけないから、労災に

だけはしないでくれ」。再度頼む

と、 10.月 2 3日、社長と浅野ドック

のN工場長が自宅に来て、「金銭

的には絶対迷惑をかけないから、

労災にしないでほしい」と繰り返

し、帰っていった。その後も、同
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じこと¢繰り返し。事実、給沖持目

当分は毎月支払われていた。

199泊三 7月になり、 1士長は「こ

れ以上払い続けることはできな

い」と言う。後でわかったことだ

が、 N工場長も「金銭的に迷惑は

かけない」と言ったが、日本鋼管

が D産業に Eさんの休業中のお

金を払ったのは、最初の 3か月だ

け。その後はD産業が:Mlxってし、

た。しかも、社長と Eさんの 2人

てやってきたのが、この事故のた

め、日本鋼管から入ってくるのは

l人分の仕事に対するお金。第一、

潜水作業は1人ではできない。 D

産業も廃業せざるを得ないとこ

ろまで来ていたのだロ

@分会に相談ー労災申請～認定

そして日本鋼管の責任追及へ

思いあ寸ねた Eさん夫妻は、日

本鏑管分会に相談。 Eさんは浅野

の現場で、分会の持橋委員長とは

言言語山山田制 l: 療機械似

顔見知り。 197鮮に分会結成とと

もにユ二オンショッブρ解雇、そし

て199坪の職場復帰するまでの

闘いを、心から応援していたとの

こと。 1992年7月31日、分会に加

入。 D産業に引き続き休業補償を

支払わせるとともに、 D産業、そ

して日本鋼管に対し、労災申請の

手続をとるように要求。実に発症

以来1年近くなってから手続がと

られ、さらに、心因反応、うつ病、

閉所恐怖症が労災認定されたの

が1鈎算10 .月、両感音難聴、耳鳴

りが認定されたのがその半年後

だった。この遅れは、 Eさんにと

って不安が募るつらい日々だっ

た。その遅れの理由として、横浜

北労基署は、「心因反応」の労災

認定例が極めて少ないことG晶去
に捗tl) 、事故発生後 1年もたって

からの申請であることをあげた。

分会は日本鋼管に対し、次のよ

日本鋼管謹野ドック円での
潜水作業(1983年掴臨)

うな要求をっきつけた。

①事故の経過と原因を明らか

にし、日本鋼管の責任を明確に

認めること。

②今後の安封横

③労災隠しに至った経過と今

後の対策、責任者の処分

④謝罪及び明確な補償

@事故の真因は?

事故発生後、日本鋼管古可中成し

た事故報告書では、この件を「ヒ

ヤリ事故」、つまり、ヒヤッとし

たが労災事故ではなかった、とし

たよで、「お互いの連絡の不徹底」

を原因としている。これからは気

をつけましょう、というわけだ。

では、どんな事故であったか。

ダイパー船は、本船のさきに向か

って左側(左舷)に位置していた。

Eさんは左舷側から潜り、接木の

調整をしながら、右舷側に移動す

る。その最中に左舷側に気泡が上

がってきたのを、 Eさんが主議側

に戻ってきたと勘違い Lた T職

制がD産業の社長からの合図も

ないのに、排水バルブを操作し排

水、そのために本船が沈みはじめ

ホースがはさまれたのである。

@前にも同じような事故が

たしかに、 T職制が勘違いせず

に、パルプを動かさなければ事故

は起きなかった。だが、 Kさんの

話を聞いていくうちに、それ以前

にも同じような事故が起きてい

ることを知った。

19官民手、同じく浅野ドックでの

潜水作業中、 2号ドックの右舷の

第1自動盤木と船底の聞にホース

がはさまれ、あわや、という事故

があった。自動盤?仁のハンドルの

取り扱いのミスだ。この時は、右

舷側より潜水、左舷の盤木を確認

中だった。担当者が間違って、開

閉の表示と反対にハンドルを取

り付けていたのだ。助け上げられ

るなり、 Kさんは怒鳴りつけたと

いう。疋怖と怒りで精神的ダメー

ジを受け、五盟関休業。 D産業か

らも日本鋼管からも、電話1本よ

こさないことに怒って、奥さん

は、横浜北労基署へ「昨日、浅野

ドックでダイパーがもう少しで

死にそうな事故にあった。事故報

告は来ていますか?Jと電話。こ

のた詑会社は監督署に呼ばれ、注

意を受けたという。

奥さんもKさんも、実家は潜水

一家。奥さん自身、ダイパー船に

乗って、エアホースを握っていた

こともあり、このようないい力防護

な会社のやり方は許せなかった

のだ。

@共通す奇問題

この2件の事故に共通している

のは、次の点だ。

①本船の底をく寸るかたちで

作業が行われている。このた

め、 f何らかのミスが発生する

と、エアホースがつぶされる危

険性が高い。

② いずれも作業者の単純なミ

スとして魁里され、「注意して

作業する」ことのみ古ま強調され

てすまされた。

③労災鱈し。掴とも休業を必

要とした事故であるにもかか

わらず、労災としての手続を行

っていない。受渉で明らかにな

ったことだが、 1回目の場合、

会社の安全皇室に事故報告すら

届いていない。

④ これらの事故があったにも

かかわらず、潜水作業について

の会社としての安全基準や、緊

急時のマニュアルが作られな

かった。「割く作業は下請がや

るもの」という認識があったか

らだろう。

@震任を認めた日本鋼管

1鈎拝10月の事故は、むしろ起

こるべくして起こり、その後のK
さんに対する扱いも、日夜鏑管の

体質からくるもの、と断じて私た

ちは会社を攻めた。日本鏑管は責

任を認めた。その結果、「ヒヤリ

事故報告書」を撤回、あらためて

災害報告書を作成しなおした。

また、安全対策として、①可能

仕事はアクアラングで行う、②ア

クアラングでできない作業につ

いては、エアホースが船底をく寸

るかたちになる潜水作業はやら

ない、舗線喬古をより感度のよ

いものに、④調整不要の自動盤木

の導入、⑫車絡の徹底などを行う

こととした。

～の改善とは、例えば、船の左

舷側の盤木作業の時は、ダイパー

船を左舷慨にとめ、潜水者は右舷

側にまわらない。右舷側の仕事を

する時は、ダイパー船ごと右舷側

にまわるというやり方。 Eさんの

兄弟が潜水の仕事をやっている

住友の湖昔i'Jfでは、以前から、左

舷側の作業は左から潜り、右舷側

の作業は右から行っている。それ

が潜水作業の基本である。船底を

く寸るやり方の危険性を知る E

さんが、しばしば日本鋼管の職制

に対し、この芳法をとるよう話し

たが、聞き入れられなかったとい

う経過をもっ。

労災?隠しについては、労基署の

署内で、 N工場長、 D産新生長と

Kさんの奥さん、分会が「対決」。

N工場長は、労災にしないという

方針は上司である修繕船部の部

長の了解の上であったことを認

めた。その後の会社との交渉で、

「仕事によるケガや病気が労災で

あるかどうかは、監督署が判断す

ることなので、直ちに監督署に申

請手続をとる」ことを確認。何を
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いまさら、という内容だが、過去

目指鋼管においては、会社が認め

たもの以外、ー切証明や手続を拒

否、分会が取り組み、会社の証明

なしで監督署へ持ち込んで認定

を受けるというかたちが通常だ

ったかち、会社の反省のあらわれ

とみてよいだろう。

そして、時間はかかったが、

四咋2月、謝罪と補償責任を明

らかにした確認書の調印をみた。

Eさんは現在もなお労災保険で

治療、休業を継続中であり、損害

額の確定ができない。そこでまず

補償責任を明確にし、内金を支払

わせ、障害等級が決定した時点

で、最終決着を図る内容である

(補償責任は全て日本鋼管が行

う。 D産業とは、退職金の支給と

いうかたちで合意)。

@闘いを振り返って

この闘いを振り返ってみると、

次のようなことが言える。

①労災隠しを許さず、主治医の

協力もあって、きわめて認定例

の少ない「心因反応」を労災と

して認めさせたこと。

②事故発生率の高い潤自業、し

かも協力会(下請)労働者の被

災率はさらに高い。その中で親

会社の責任を明確にし、補償責

任をとらせたこと。本工との差

は一切認めないということで

もある。

③事故原因に迫り、「個人の注

意」のみに頼る小手先の安全対

策ではない抜本策をとらせた

』と。

④労災保険の請求者は被災労

働者本人であり、これ以後会社

が認めない場合も労災申請の

手続をとり、監督署の判断をあ

お寸ようにしたこと。

これらの成果の根本に、 Kさん

夫妻の負けてたまるかという強

い意思があったことは言うまで

もない。この言わば、第一次解決

がKさんの症状の改善に大いに

つことを期待した

(全造船機械日本鋼管分会)

トイレ舟師事量患で麟韓韓議
東京・非常勤嘱託市職員iこ詰災認定

昨年5月 24日に起きた B市の非

常勤嘱託の学校警備員の労災事

故が、業務上と認定された。

早朝、生理現象でトイレで用を

足しているときに、左側頭上部を

したたかに打ち、脳挫傷で失語

症、右手麻療の症状が出てきたの

だった。一人職場で、しかもトイ

レ内での事故だったので、当初か

ら少し認定まで時闘がかかりそ

うだと言われていた。

非常勤嘱託職員には組合がな

く、また加盟もできないとのこと

なので早速B市の職員組合に相

談した。組合が市当局と交易した

が、 B市の非常勤嘱託職員の労災

事故ははじめてのことで、当初は

市議会議員と同様の市条例にも

とづいた市独自の補償の手続が

開始されたが、市当局はその誤り

に気づき、労災保険法に基づく手

続に6月中旬に切り替わった。

今回の案件て雫F徴的な点、は、ト

イレ用便中の事故でいわゆる私

的行為中の事故という点と、す寸
に後遺症があらわれずに1～2時

間たって言語障害、失語症、右手

麻簿等の症状があらわれたとい

う点。後者は、病院の事務局と

話をして、意見書を書いてもらっ

てクリアし、前者については三多

摩労災職業病センターの西畠事

務局長併護士)と相談した。

結局、学校警備業務は、①きわ

めて拘束性が高いこと、②仮眠か

ら目覚めた直後の生理現象であ

ること、③その生理現象を済ませ

て直ちに早朝の業務関門、開錠、

早朝巡回)を、給食材料の搬入業

者や教職員の出勤時間までに済

まさなければならないことなど

の点に示されるように、私的行為

といっても単なる私的行為では

なしきわめて業務にかかわる仔

為、業務に従属した行為であるこ

とを示す書証を労基署に提出す

ることでクリアしようというこ

とになった。

それまでに当該本人自身の1@)
の労基署交渉、 1回の電話交渉を

経ていたが、書証を提出した際の

係官の対応はまあまあであった

し、暮れの「柔軟な認定」を求め

た交渉でも「業務上」の感触は得

アスベストが原因の悪性中皮

腫で亡くなったHさんの遺族が

請求していた労災認定に対し、申

請から坪以上たった1鉛 <く11月

初日、広島・呉労働基準監督署は

業務上と認定した。

Hさんは、 1 9必年に播磨造船呉

ドックに鋲打ち工として入社。

1笠畔に定年退職するまでお年

間近く造船作業に従事してきた。

職歴は、樹丁ち工から、船殻取付

工、歪み取り工と、直接アスベス

トを取り扱う作業ではないが、

団特から船内居住区の歪み取

りをはじめ、 1 9 7C奔には船内藤装

の歪み取り専門になっている  J吏

い船内作業では、アスベストを取

り扱う断熱作業等が混在して行

われており、それら作業の応援を

することもたびたびあった。

日さんは、 1991年4月に悪性中

皮腫の診断を受け、生前に一度労

ていた。

今後は、上積み補償などの受渉

が残されている。 B市は非常勤嘱

託職員に関して労働条件がまっ

たく未整備で、この際にこの点も

含めて改善のための交 関T市

渉が求められている。 魁よ胤

(三多摩労災職業病センター)

災申請を行ったが、労基署との話

し合いで同年12月に申請を取り

下げている。関病後 199.居手 4月に

亡くなられたが、同年日月に奥さ

んが遺族補f篇青求を起こした。そ

の後、労基署から何も対応がない

ので心配していたところ、 l田4手

4月に広島労働安全衛生センター

が行った「アスベスト n係書」に

相談に来られた。

センターが労基署と交渉を行

った結果、労基署の調査では、本

人がアスベストを直接取り扱う

平成4手4月27日、アスベストに

よる恐陸中皮腫のため、主人は 65

歳で亡くなりました。その時の病

院側の説明によると、この病気は

アスベストの粉じんの吸入によ

るものと知り、この病気の恐ろし

さを知りました。主人も生前、医

師の勧めもあり、呉労基署へ足を

作業に就いていたことが明らか

て‘ないため、保留になっているこ

とが判明した。

センターでは早速、同僚からの

聞き取り調査を措置した。その結

果、周辺作業でのアスベスト粉じ

んの実態や、一度歪みを取っても

船会社の検査に通らない場合、何

度もやり直しがあり、すでに取り

付けてあるアスベスト材を取り

外すときには、体がチカチカする

ほど多量のアスベスト粉じんが

舞っていたことなどの証言を得

た。これらの向僚の証言が決め手

となり今回の認定となった。

労働現場での作業実態を調査

せずに、机上の事務作業のみに終

始する労基署の調査に大いに問

題があることが明らかになる事

案だった。

これによって、これまで船内線

装の中でも、アスベストとは関係

がないとされてきた歪み取り作

業でも、草炭にはアスベストに暴

露しており、認定への道が聞かれ

ることに日。

(広島労働安全衛生センヲー)

運んでおりましたが、病状が悪化

し、途中で断念せざるを得なくな

りました。

主人亡き後、医師の話を伺うた

びに、会社に対し怒りと憤りを感

じ、私個人で呉労基署へ行きまし

たが、個人ではなかなか取り次い

でもらえず、労基署の方から連絡

「霊長事融ザ」でも高事事事事重量
j主島.2年間も労基署が賦聾
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識築購のネットワーク発建
兵庫・震災護旧のアスベスト対策

@はじめに

1月17日の兵庫県南部大地震か

らはや 7 0日が過ぎた。今回の大地

震では約ま氾万人古略産害を受け、

2 6万戸以上の家屋やピルが倒壊

したといわれている。家が倒壊

し

人は一時は3 0万人以上にのぼっ

た。今でも1 0万人近くの人が避難

所生活を送っておられる。

倒壊した家屋やビル、道路や鉄

道などの構造物のがれき、災害廃

棄物の総量は当初1, 2 O Q万トンに

のぼると見積られていたが、最近

の発表ではその2倍から 3倍だと

訂正されている。簡単には比較で

きないが、家庭から排出されるー

般廃棄物は年間約5,。 0 0万トン

で、そのうち焼却したりして減量

化し、約3分の 1の 1,E{X)万トンが

埋め立てられいるが、ほぼその量

と同じか上回る寸らいになる。

現在神戸の復興に向けて、倒壊

した建物の解体が急ピッチに進

められているが、多くの問題点が

浮き彫りになってきた。

@解体作業によ吾粉じん被害

1て万棟以上の家屋が全半壊し、

鉄筋のどルでも数千棟以上が崩

壊、または使用不能になったと言

われている。現娃各地でその解体

作業が進行中である。解体作業に

伴って、相当量の粉じんやアスベ

ストが飛散しており、労働者や住

民の健康に悪影響を与える恐れ

がある。

今回の解体作業は通常の解体

作業と異なり、非常に危j険な状態

で作業が行なわれていることが、

特徴である。気がついた点をまと

めてみた。

ひとつには地震によって倒壊

したため、余震で燐の建物に倒れ

かかったりしないように、解体作

業の緊急性が最も重視されてい

る。傾いたり、道路にはみ出した

りしたために、「粉塵の飛散防止

や遮音のためのシートを立てた

り、作業者¢安全のために足場を

高温むこと由まできない」として、古ぎ

れきの山の中にユンボやクレー

ンなどの重識が直接のぼり、危険

な状態で解体作業が進められて

いるの力叫まとんどである。

次に通常の解体作業なら、中に

ある家財や事務機器、書類などを

持ち出した後で解体作業に入る。

今回は予期せぬ大地震で倒壊し

たため、貴重品や書類、家財など

を持ち出すことができず、埋もれ

を入れますという言葉を信じて 2

年が過ぎました。その閥、何の連

絡もないままでした。

そんな折り、広島労働安全衛生

センターに相談し、センターの方

が何度も何度も労基署の方へ足

を運んでいただいたおかげで、や

っと労災の認定がおりました。私

値人の力ではどうすることもで

きなかったと思います。亡くなっ

て2年7か月がたちましたが、主人

も喜んでいることと思います。何

よりの供養になりました。

本当にお世話になり、ありがと

うございました。

H.M 国

労基署が認めても認めない会社
東京・ケイワン患者!こ生命僻鰭社

「労基署が労災を認めても会社

は認めない」。これが人の健康に

かかわって利潤をあげる生命保

険会社の言葉だろうか。

私の頚肩腕障害に対して、八王

子労働基準監督署から業務上の

認定が下されてからの団体実渉

の席での会社の発言である。

3人分の仕事や、社内暴力を引

き起こすほどの異常な労務管理

から頚肩腕障害に橿病し、会社は

責任を認めないまま苦しみ続け

てきた。

最初に腕の痛みを自覚し始め

たのは100普戸の7月からだった。

病名も治療誌もわからないまま、

私の仕事だけが耳音に増やされた

1銘昨からは

した。腕から肩、背中や腰まで拡

がる痛みに耐えて仕事をしなく

てはならなかった。その一方で職

場の中も、サービス残業の強制や

t材毘への圧力といった、労働者の

権利さえ侵害されるようになり、

それに対して異議を主張する私

は、朝礼で個人攻撃を受け、つい

に社内暴力にさらされるまでに

なった。

過重な労働に、人間関係のスト

レスまで加わって、息をしても体

が痛むまでになった私が、現主治

医である八王子中央診療所の小

島医師から、「職場の働き方から

発病した病気だから、職場を離れ

て治療に専念するように jと診断

を受けたのは1991年 2月になって

からだった。その診断にしたがっ

て休業のうえ治療をする一方、会

社に職業病責任を追及したが、会

社は「過重労働ではなしりと木で

鼻を括った対応しかしない。

それどころか、ようやく治療が

進み19留年2月から職場復帰を

果たした私が二度と職業病の起

きない職場への改善要求をする

と「職場の改善要求をするような

労働者を働かせると安全配慮義

務違反に間われる恐れがある」と

無給の休職処分を出しさえした。

こうした総晶の中での、 1包括年

4月の労基署認定である。いま頚

肩腕障害に対する労基暑の認定

は厳しく、とくに事務職ではほと

んど認定されないと、事情を知る

人たちからは言われていたが、そ

れでも今回認定を得たのは富国

生命の働かされ方がよほど自に

余ることが、八王子労基暑に認め

られたということだろう。

それにもかかわらず、会社は未

だに労災扱いを拒み、私傷病扱い

でカットされた賃金、ストップし

ている昇給や賞与の支払いをし

ょうとしない。

不当な休職処分に対しても、八

主子地裁で掴の仮処分を含み、

2度も「理由がなく無効である」

との法律判断が出されているの

にも従わず臨岸、現在高等裁判所

で争っている。

H沿証平9月1日からは掴呂の休

職処分も出た。これに対する仮処

分裁判もその度やり直しである。

今回の会社の答弁書には「仮払

いは標準生計費の 12万円を限度

とすべきである」とある。いまど

き12万円の生計費を押し付ける

会社って信じられる?

全圏一般東京労組

薗昌生命分会望月すみ江

(三多摩労災職業病第51号か弓)

四

た状態のままのことが多い。意図

的に水をかけずに、貴重品を探し

ながら{ ' F '業する場合も多い。水を

かけずに作業をするために、粉塵

の飛散が助長されている状態で

ある。

当初は水道が断水し、水をかけ

られなかったケースもあった。し

かし、震災直後でも阪急三宮駅ピ

ルは散水しながら作業していた。

ゼネコンや下請業者の工夫でで

きる範囲の努力だと思う。

また、この場合、マンションや

雑居ピルではそこに住んでいた

人たちが1日中作業現場のす寸そ

ばで解体作業を見守っている光

景をよく見かける。家財や貴重品

がでてくれば、自分や肉親のもの

かどうか確認することが行なわ

れている。残念なことに、ほとん

どの人が防じんマスクを着用し

ていない。粉じんやアスベストの

害について知識もないまま、作業

者と周じ程度に被曝してしまう

人たちが多いのには特に注意を

要することを強調しておきたい。

@ボランティアとともに

ネットワーク作り

この問、全国安全センターの古

谷事務局長や、アスベスト根絶ネ

ットワークの温品さん、依田さん

が神戸にこられ、倒壊したビルな

どの吹き付けアスベストの実態

調査を小生とともに共同で行な

ってきた。アスベストの飛散状況

については「環境監視必号」に報

告しているので読願いたい。
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また

策をどうしていくのか各地域に

入つているボランテイアググ、ル一

フ'からの問い合わせがあり、 3月

中頃よりアスベスト対策を考え

るネットワーク作りを行いはじ

めた。今まで掴の会合を開吉、

各国4洛を超えるボランテイア

や住民、避難者など多くの参加者

があり、関心の深さを思い知らさ

れた。

議論を通じて、 4月に入って全

国各地から駆けつけていたボラ

ンティアがそれぞれの事情や避

難者の自立などの理由によって、

被災地から撤退していく中で、 1

年とも 2年とも言われる倒壊家

屋、ビlレの解体撤去作業によって

飛散するアスベスト対策をどう

していくのか。住民、ボランテイ

アの手で継続して対策を考えて

いくネットワーケの発足を確認

した。

名称は「被災地のアスベスト対

策を考えるネットワーク J とし、

当面の連絡先として環境監視研

究所伏阪)内に事務局を置くこ

とになった。世話人として小生を

含め、ボランティア、住民など多

彩な顔ぶれが並んでいる。

命令後の活動について

今まで話し合った結果、当面の

活動として取り組む内容は以下

のとおり。

①アスベスト対策を強化する

ように行政に対して要請文を

送る。

室長 l 主要議側室!感謝

調官時iこ韓ざし職場に密着
東京.中小零細にこだわってきた10年

1月2B日、東京東部労災職鶏宵

センター結成10周年を記念する

講演会とレセプションが開催さ

れた。原田正純全国安全センター

議長の記念講演会f労災職業病

災職業病研究会を結成しました。

その後、東京東部労災職業病セン

ターに発展してはや 1 0年が経ち

ました。

東京でも中小零細企業の密集

ビル解体作業などの発生源

対策の強化、住民へのアスベス

トの危険性の周知、マスクの配

布など。

②神戸市の担当者と対策の現

状について話し合う場を持つ。

神戸市環境局大気課と今後

の対策について、 4月13日に話

合いを行なうことが決まって

いる。今後も継続する予定であ

る。

③倒壊したピルの吹き付けア

スベストの発見方法講習会

吹き付けアスベストの見つ

け方について実弛に学び、各地

域で活動するボランティアが

自分たちで、「吹き付けアスベ

スト分布地図」が作成できるよ

うにする。

東京からアスベスト根絶ネ

ットワークの依田彦三郎さん、

神奈川労災職業病センターの

西田隆重さんの協力を得て、 4

月日目(土)に三宮の繁華街を調

査した。

④市民向けのアスベスト対策

のシンポジウムを開催する。

5月 21日(日｝午後を予定。

アスベストの危険性、被災地

での飛制定況、マスクの入手方

法など今までの取り組みの報

告を行なう。できるかぎり多く

の人を集めたい。

⑤ マスクの入手方法、必要性の

情宣

環境庁や神戸市の指示で防

じんマスクの各メーカーが被

災地域の住民が入手しやすい

ように、スーパーやコンビニ、

薬局、 D I Y (日曜大工用品)の

底、ユニフォームショ、yプなど

にマスヲを供給するようにな

ってきている。住民向けに各地

域のボランティアがどこに行

けば防じんマスクが手に入る

のか、ピラ等で案内することに

し、調査活動を行なっている。

また、アスベストの危険性や

マスクの重要性を記したビラ

を着けてマスクを小中学校な

どで、生徒や先生に配布するよ

うな行動を行なう。できれば、

教育委員会にも取り組みの要

請を行なう予定である。

以と、まだまだ微力ですが、ビ

ル解体、アスベスト飛散のピ、yチ

に負けないようにアスベスト対

策のネットワーク化に取り組ん

でいることを報告する。できれ

ば

スケ購入基金カンパへ 阿円晴河

の協力をお顕いしたい。魁岨

中地重晴(環境監視研究所)

@募金「阪神大震災マスク支援プ

ロジ工クト」

アスベスト根絶ネットワーク

僚京)が募金を呼びかけていま

す。ご協力をよろしくお願いいた

します。

富士銀行本郷支店結番号却)

口座番号(普)19期加

口座名 阪神大震災マスク支

援プロジェクト

‘公害患者とともに歩んで一三

池・水俣からみえる世界 J)には

百名を超える方々が参加し、レセ

プションでも大勢の方々が祝い

と激励の言葉を贈った。なお、同

センター事務局から記念品とし

て、言伝念誌「東京東部労～靖銭与青

センター 10年のあゆみ～ (8 5・72

頁)と頚腕防止ボールペンが参加

者に贈呈された。

× × ×

1咋前、関西労働者安全センタ

ーや神奈川労災職業病センター

に蝕発されて、東京でもと東部労

地であった墨田川以東の東部地

域にこだわり、地域に根ざした、

現場に密着した運動を目指して

きました。とにかく、地域に研究

会の存在を知ってもらわなくて

はと地道に労組回りを行いまし

た。最初は全く相手にしていただ

けない労組もありましたが、地区

労の協力もあり、少しずつ浸透し

ていったと思います。当時は相談

も少なく、被災者の顔と名前は今

でもほとんど記憶しています。

いまや専従 2人をかかえる地域

センターに発展しました。労災相

談は東京東部だけでなく、首都圏

全域から寄せられ、解決能力は 10

年前と比べて大幅にアップして

います。画期的な労災認定も数多

く勝ち取っています。研究会発足

当初からの念願であった「働く者

の医療機関の設立」も、亀戸ひま

わり診療所として実現し、労働組

合、被災者にとって一定頼りにな

るセンターとなりつつあります。

一方、地域の労働現場はどうで

しょう? 1 S年前、東部労職研発足

時の主要な課題に「地域の労働組

合と協力して、職場の安全衛生や

健康問題の解決を通じて安心し

て働ける職場を作る」をかかげま

した。労災職業病に被災して補償

を勝ち取る闘いはもちろん重要

ですが、労災職業病を出さない労

働環境、労働条件を作っていくこ

とがもっと重要です。

私たちも、 1咋問地域の労働組

合に働きかけて学習会、労災職業

病講座などに取り組み、鼠丘では

安全衛生学校で参加型・自主対

応型の安全衛生活動を提起して

きました。安全衛生学校には多く

の労組が参加し、職場改善につい

て熱心に討論し、いくつかの労組

では職場の取り組みが進んでい

ます。

しかし、つい愚正起きた台東区

浅草での労災事故は衝撃的でし

た。靴底製造工場で集じん機 (10

年間保守点検していない)の中の

紛じんに引火し、紛じん爆発を起

こし4名の労働者か死亡するとい
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指融緩慢。 滋 I

う、まさに古典的な労災事故で

す。紛じん爆発というと1ま泡年、

大量の一酸化炭素中毒者を出し

た三井三池の炭じん爆発が思い

出されます。炭鉱産業が斜陽にな

る中、保安対策の手抜きから起こ

った大惨事でしたが、それから 30

年以上たった現在、東京のど真ん

中で同じ事故が起こったのです。

まだまだ中小零細職場での安

全衛生対策は遅れています。労災

の発生率も大企業に比べて中小

零細で圧僚的に高くなっていま

す。今、そのような危険でキ、Yイ、

有害物質を扱う作業に外国人労

働者が従事しています。そして、

プレスで指を切断したり、ベルト

コンベアに腕を巻き込まれたり

するなどの労災事故が後を絶ち

ません。有害ガスによる気管支炎

などの職業病もボチボチ出始め

ていますoこのような中小零細織

場の現状をみると、センターの出

番はまだまだいっぱいありそう

です。

ただ、労働運動の状況は1 8年間

で大きく変わりました。これまで

地区労を中心にした地域共闘を

輸にセンターは動いてきました。

また、そのような東部労働運動の

発展に寄与しようという意気込

みもありました。しかし、その地

区労も今はありません。以前のよ

うに地区労に問題を持ち込んで

地域の労組に集まってもらうと

いうスタイルはとれません。

私たちセンターが独自に積極

的に安全衛生について問題提起

し、運動のコーディネーターにな

らなくてはなりません。各職場、

各労組の活動のネットワーク作

り、もちろん様々な情報や知識の

提供もセンターの仕事です。さら

に、そうした安全衛生の活動が労

組の活性化につながればいうこ

となしです。

江東区では日本化学工業のク

ロム鉱浮の処理が大問題になっ

ており、全国的にもゴミ問題や産

業廃棄物の問題がクローズアッ

プされています。労災職鶏青と公

害問題は表裏一体で根本は同じ

生産第一の産業活動があること

は言うまでもありません。センタ

ーがこのような環境隠題にも取

り組むようになればと考えてい

ます。それにはまだまだ運動を広

げ、センターの力量を高めていく

必要があるでしょう。

とにかく、地域に根ざし、現場

に密着した地道な運動しかあり

ません。幸いl昨閣で地域に多く

の仲間ができました。全国にも仲

間がいます。まだまだ「少数派」

ですが、力を合わせ一歩一歩さら

にl昨、 Z正手と歩みを進開11'刻

めていきたいと思います。臥i且
東京東部労災職業病センヲー

代表 平野敏夫

阪神・淡路大震災に伴う労災保険給付の請求及び支給決定件数 (3月 16日現在)

9

請

190

30

1 220

6 2

10

7 15

大臨輯灸爵盟国大臨高戴判決童文

平成咋府コ海21号療養補償不支給処分取消請求控訴
事件侭審・大阪地方裁判所昭和的年骨子ウ芦書館号)

判決
控訴人
右訴訟代理人弁護士

同
同
問敏
同貞
同

被控訴人
天満労働基準監督署長 村上智之
右指定代理人 (省 略)
主文

一原判決を取り消す。
二被控訴人が控訴人に対し昭和ヨ海辺月初日付でな

した労働者災害補繍保険法に基づく療養の費用の支
給をしない旨¢処分を取り消す。

三訴訟費用は、第1 2 ' 1葺を通じ、被控訴人の負但とす
る。

事実及び理由
第一当事者の申立て
一控訴人

主文と同旨
二被控訴人
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

第二事案の概要
次のとおり付古口、訂正するほかは、原判決2tk目表背子

日冒頭から同 11枚目裏町子目末尾までのとおりであるか
ら、これを引用する。
ー 「原告」を「控訴人」と、「被告」を「被控訴人」と、

それぞれ改める。
二原判決撤回表情目の「労働者災害補償保険法」の
次に「似下「労災法」という )Jを加え、同裏#子目
末尾の r3月25日」を r3用31日」と、同町子自の r12
月31日」を「日月3J日」と、それぞれ改める。

三原判決3枚目表折目末尾の「労働保険」を「労災保
険」と、同育子目の「初療の時」から同行末尾までを
「初療の日から自か月以内を保険給付の対象となる施
術期間とするが、右期間の総畠した時点において施術
効果がなお期待し得ると認めたときは、さらに2か月
(初療の日から1幼明)を限度として右施術期聞を延
長することができるものとされている。」と、それぞ
れ改め、同骨子自の「砂町の前に「右延長にかかる
盟締期間の残存期間である」を加え、同1C府自の r1
律に潔P月とする))を以って」を「右施行自が初療の

白から秘月を魁晶した日とみなされる｝の経過する
昭和圧奔2月包日をもってJと改める。

田原判峡撤回裏節目の「労働基準法」の次に「似
下「労基世むというbを加え、同数日表主行固の「労
働基準法」を「労基議」と改め、同育子百冒頭から問
末行末尾までを削除する。

五原判快8枚目表者子目冒頭から同被目表者子自末尾
までを、次のとおり改める。
「問診療所は、控訴人の職場復帰までの治療プログラ
ムとして、まず銭灸治療を中心に温熱療法等の理学療
法を併用して慢性じした強い痛みをとることを第1段
階とし、次いで右治療により痔痛に改善がみられた場
合に、水泳等の運動療法により低下した筋力の強化を
図ることを第椴階とし健動療法実施に伴う運動量
の増加により一時的に増大する痛みを抑えるため、こ
の段階においても鎖灸治療は不可欠であるL右治療
による症状の改善がみられた場合に、段階的就労、即
ち、いわゆるリハビリ就労により職場復帰を図ること
を第澱階とし(リハビリ就労に伴う労働負荷ないし
運動盤の増加による痛みの増大を抑えるため、この段
階においても針灸j叡事は不可欠であるL完全濡場復
帰から治癒までを第舗と定め、治療を開始した。
控訴人に対する全治療期間在、右治療プログラムに

沿って、水泳等の運動療法を開始するまでを第1期、
運動療法を開始してからリハビリ就労を開始するま
でを第繍 リハビリ就労期閣を第3朝、完全職場復帰
から治癒までを第舗に分けると、その治療内容及び
治療効果の推移は以下のとおりであり、具体的な治療
館副胡蹴「治療紙面ム同「治療処方回数推移」、同
「治療・処方」、同「録灸理学治療実績表i月別bの
とおりである。
②第1期申召和証奔1 0 .月2日から周年貌月末まで)

控訴人は、頚肩背部、腰下肢にかけての強い痛み
や頭痛、舷畳、ふらつきなどを訴え、また頚肩部か
ら腰骨部には広汎に筋肉の凝むと圧痛が認められ
たため、強度の痛みをとることを目的として、誠灸
を中心とした治療が行われ、右治療の補助手段とし
て温熱療法であるホットパック似下 rHPJ と略
記｝や?イクロウェーブ似下 rMWJ と略記)が併
用された。
給療期間 3か月)
給療方法 錫1耳目、灸日田 HPl耳目、 MW立回、
投薬1図)

③第刻紹和留年明から周5首3月まで)
松浦診療所では、控訴人の慢性佑した筋疲労の改

善のため、昭和日奔1月から、一方において運動療
法として水泳を取り入れて筋力の回復を図るとと
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もに、他方において録灸及び温熱療法によって筋緊
張の綬和、筋の血流改善、筋の柔軟化を図り、運動
量の増加に伴う一時的症状悪イb繍み、凝り、だる
さに対しては録灸治療によって症状を軽減させ、
徐々に運動量を増加させていった。
控訴人の症状は、一進一退を繰り返しつつ徐々に

改善がみられ昭和田年明ころには、一旦リハビ
リ就労の計画が立てら払厳寒期を過ぎた翌年明
にはリハビリ就労が実現するほどの改善効果があ
った。
飴療期間 15:か月)
飴療方法誠4' i l目灸4酒、 HP沼E、運動捜法
4週、投薬1掴)

④第湖紹和5i年4月から同珪奔9月まで)
リハビリ就労期間であり、漸次リハビリ就労の回

数及び1日当たりの就労時闘を増加させつつ、銭灸
治療及び温熱療法並びに連盟療法が併用された。運
動療法については、昭和E存9月から同年1明にか
けては一時的症状悪化のため水泳療法を中止した
こともあったが、昭和珪奔5月からは治療効果があ
がったため、より運動量が負荷される体操療法に移
行した。
運動量の増加及び親の看病疲れによる症状の一

時的増悪もみられたが昭和留年の夏期には週5 8 ( 1
日8時間溜瀦が可能になるほど痘伏は改善された。
飴療期間 1飴月)
給療方法錫出回、灸盟国、鋪0m電)担、 H P 5 1
回、 MWl国運動療法沼E、投薬草羽)

⑤第繍飽和珪奔10月から同区穿2月まで)
職場への完全復帰当初は腰痛、頚肩部痛の一時的

増悪、強しゅz労感等の症状も現n..昭和耳奔初めの
厳寒期も鈍痛、凝り、しびれが持続したため、鍛灸、
温熱療法、ビタミン剤の投与が続けられた健動療
法は前期で終了したL
昭和白年伺ころに改善効果が現払同月回日以

降は2圏聞に1屈の通院治療となり、その後、職場の
人員不足等による労働過重のため若干の症伏悪化
繰り、鈍痛)もあったが、順謂に回復して通院回数
も減少し、同年日月 23日以降は誠灸治療も行うこと
なく、周年2月4日治癒した。

給療期間 15:か月)
飴療方法鎖個、灸咽、 HP個、 MW1回、投

薬沼田
六原判決撤回裏茸子自国頭から同街自末尾までを削
除する。

第三争点(本件処分の違法性)についての判断
本件は、控訴人において、労災法 13条頒の療養補償

給付の範囲は「政府が必要と認めるものに限る」との規
定は、労基法古漁にいう「必要な療養」、同施行規則 36
条にいう「療養上相当と認められるもの」と同義に解す

ベく、医学よの専門的判断であり、政府の裁量を認めた
ものではないから、一般医療と併用する誠灸施術の療養
補償給付の対象となる施術期聞は延長されても1:砂月
を超えないものとする前記釘国車違及びま漣絡(これら
が対外的効力を有するものではなく、労働省部内の内部
醐国基準たるに止まるものであることについては、当
事者間に争いがなく、争点とはなっていないF立、労災
法の右規定の法意に反し、かっ、鎖灸治療の適応在、効
果等に関する医学的文献を無視した、合理性を欠く不当
なものであり、また、控訴人は右通達及び連絡の定める
施術期間経過後も鎖灸治療の併施を医学的に必要とし
ていたのであるから、右通達及び連絡に従ってなされた
本件唄扮は、労災法の右規定に違反する違法なものであ
る旨主張するところ、被控訴人はこれを争い、労災法の
右規定は療養補償給付の範囲決定を政府の裁量に委ね
たものであり、右通達及び連絡は、労災保険給付在所管
事務とする労働省労働基準局の労働基準局長、同局補償
課長が労災法の右規定に基づき発したものであって、右
通達及び連絡の内容は、鍛灸施術に対する医学的知見及
び雛対輔の特異性等からみて合理的なものであり、ま
た、控訴人の鎖灸受量生涯、病歴、本件銭灸施術と併用し
て受けた他の治療方法との関係等を考え合わすと、控訴
人が右通達及び連絡の定める施術期間俗画後も銭灸治
療の併施を必要としていたとは認め難いから、右通達及
び連絡に従つてなされた本件処分は正当なものである
旨主張している。
そうすると、本件の争点は、①労災法13呆頭にいう

「政府が必要と認めるものに限る」の意義②右通達及
び連絡の非合理性ないし違謝生侍の前提問題としての
鋸灸治療についての一般的医学水準における知見) ③
本件処分の遺謝生慢の前提問題としての本件処分にか
かる鋪灸治療の必要性ないし栢当性)の3点であるとい
うべきであるから、以下、順次判断する。
一労災法13条2項にいう「政府が必要と認め吾ものに
限吾」の意義について
1 労災法に基づく労災保険制度は、労基法による災害
補償制度から直接に派生したものではなく、両者は、
労働者の業務上の災害に対する使用者の補償責任の
法理を共通の基盤として、並行して機能する独立の制
度であるが俵高裁昭和4存3月2B日判決・裁判集民
事ロユ号4苅頁参照L労災法に基づく保険給付の実質
は、使用者の労基法上の災害補償義務を政府が保険給
付の形式で行うものであって、受給権者に対する損害
の填補の性質をも有するものであり鰻高裁昭和也年
1Q月 25日判決・民集3主題6号在五頁参照L労災保険給
付がなされるべき場合には、使用者はその限度で労基
法による災害補償の責めを免れるのであるから併基
法島袋L労災保険は、実質的には労基法による災害
補償についての責任保険の性質を有し、本来法使用者
が労基法上履行しなければならない災害補償を政府

にいわば肩代わりさせる機能を営むものと解するの
が相当である。

2 そして、労基法は、その7珠1項において、労鋤者
の業務上の災害に対する使用者の療養補償責任の範
囲につき、「必要な療養を行い、必要な療養ゆ費用を
負担しなければならない」と定めるものであるとこ
ろ、労災法が、その1条において、「労災保犠は、業務
よの事由…による労働者の負傷、疾病、障害・に対し
て迅速かっ公正な保護をするため、必要な保胸骨付を
行い、あわせて、業務上の事由ーにより負傷し、文は
疾病にかかった労働者の社会復帰の促進・-を図り、も
って労働者の福祉の増進に寄与することを目的とす
る」旨定めており、労災保断鮒が、前記のとおり、
労基法上の使用者の右療養補償義務の実質的責任保
険の機能を営むべきものであることに鑑みれば、労災
法に基づく療養補償給付僚養の給付または療養の費
用Z給付知範囲を定める労災法13条調の「政府が必
要と認めるものに限る」との文言を、労基法7瑛1項
の「必要なJとの右文言とは別異に(より制限的に声揮
するのを相当とすべき特段の合理的理由は、何らこれ
を見出すことができないものと言わねばならなし」ま
た、労基法施行規則茂吉長は、「労基法7瑛裁の規定に
よる療養の範囲は、次に掲げるもの診察、治療等、
労災法l'猿頒の1号ないしE号に掲げる事項と全く同
ーであるにして、療養上相当と認められるものとす
る」旨規定するところ、労災法及び同法施行規則には
そのような規定は存しないが、労災法の前記目的、実
質、機能に照らし、労災法l主主2賓の「政府が占要と
認めるものに限る」との文言も、労基法施行規則の「療
養上相当と認められるものとする」との右文言とは別
異に(より制限的に輝するのを相当とすべき特段の
合理的理由は、何ら存しないものというべきである。
3 従って、労災法1接指の「政府が必要と認めるも

のに限る」との文言は、労基註菰行芽部ぽ漁にいう「療
養上相当と認められるものとする」と同義に解するの
が相当というべく、「療養上相当と認められる」とは、
その当時の一般的医学水準を基準とした判断におい
て療養上の相当性が肯定されることをいうものと解
するのが相当であるから、労災法l'猿頒の「政府が
必要と認めるものに限る」との文言の意義は、政府が
その当時の一般的医学水準を基準として療養上の相
当性についての判断をすべき旨を定めたものであり、
その当時の一般的医学水準を基準とする判断の範囲
を超えた裁量を政府に委ねたものではないと解する
のが相当である。

二 375遇遺及び30連織の非合理性ないし選法性(その
前提閣題としての鍛灸治療についての一般的医学水
準におけ吾知見)について
1 誠灸治療についての一般的医学水準における知見

について

(一津鍛治療の鎮鴻効果
銭灸割前主、旦在日洋来、臨床的実践の積み重ね

により、鎮痛効果が経験上確認されてきたものであ
り、我樹園においては、明治以降医学から除外され
ていたが、昭開証咋にハリ麻酔が紹除されて以来、
痛みの治療に誠灸治療が取り入れられるようにな
り、臨床上品鎮痛効果のほか血行改善効果、筋肉弛
緩効果、体調改善効果があるとされ伊17,原審証
人兵藤正義Lその効果等につき多数の研究報告が
なされるに至っている。

そして、本件における控訴人の業務上の事由によ
る疾病である頚肩腕症候群『頚肩腕障害」は、日本
産業衛生学会頚屑腕症候群委員会の定義にかかる
傷病名であり、業務起因性の障害であれほ軽度のも
のから重度のものまで広く含む枕意であって、本件
には必ずしも適切ではないから、本件ではこれを用
いない｝及び腫摘症に対する銭灸治療効果に関する
研究報告について見るに、

(1 )まず、頚肩腕症候群に対する録灸治療効果につい
ては、
①兵藤正義報告・大阪医大ベインクリニックに

おいて、やや有効以上8 U % ( 1甲 18)

②大島良雄報告・東洋医学技術研修センターに
おいて、やや有効以上品印6、埼玉医大において、
やや有効以上白羽田4何 36)

③塩飽善友他3名報告・岡山大学医学部におい
て、やや有効以上79.6 % (甲36)

(2)次に動高症に対する銭灸治療効果こついては、
①兵藤E義報告・大阪医大ベインクリニックに

おいて、やや有効以上で!!6伊 19)
②大島良雄報告・東洋医学技術研修センターに

おいて、やや有効以よ53.5 %、埼玉医大において、
やや有効以上回.4%(甲 34)

③塩飽善友他2名報告 岡山大学医学部におい

て、やや有効以上自主4%1(甲お)
と、いずれの疾患についても鍍灸治療が有効である
旨の報告がなされている。

また、昭和 41"1三大阪医科大に録灸療法を取入れ
たベインクリニツケを設立し、以来これに撹わり、
日本銀灸学会、日本舟盲学会等の会長を歴任した兵
藤正義によれば、右ベインクリニックにおいては、
頚肩腕症候群の場合、原則的には神経プロック療法
が適応の場合には神経プロック療法を優先させる
が、それだけでは行詰まりを来すことも多く、銭灸
療法もかなり併用されており、特に治療回数が増え
るほど、事境に誠灸療法にウェイトが移行して行く
傾向にあり、腐甫症の場合、鍍灸療法は、神経プロ
ック療法に比して効果の上でドラマチックさが少
ないが、適応が非常に広いのが特徴であり、利点で
あって、ぽP月以上の慢性症例に対しても著効ない
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し有効EIJ!6、 1年以上の慢性症例に対しても著効な
いし有効4ff)6の治療効果があり、一般に鋪灸療法は
体質絡みの慢性疾患に良く適応する伊 15ないし
19.原審証人兵藤正義L他にも、頚屑腕障害及び
腰痛症につき、長期にわたって誠灸療法が有効な例
があった旨の報告があり伊 5 9),五十肩についてで
はあるが、経患期聞が劫品月を超えると神経プロヅ
ク療法単独では無効例が目立ち、慢性期になると錫
灸を加えた併用療法が効果的であるとの報告もあ
り、また、一般的に、録灸療法と神経プロック療法
とは適応が異なり、一方の不淘Eを他方が補い合う

関脈にあるともいわれている包2 ,8}
さらに、銀灸治療は、神経ブロック療法や鎮痛剤

投与等と異なり、薬物ショックや副作用がほとんど
問題にならないという利点在有し、慢性的な頚肩腕
症候群や腰痛症のように器質的障害に基づかない
側ち、整形外科の領域外の鴻みを主訴とする疾病
のt餅喪については、その癒み自体を除去し得るとい
う意燥では、単なる対症療法に止まらず、むしろ根
本的な原因療法に当たるものである線審証人兵藤
正義、当審証人宇土博L

また、鉛台療の効果は、鎮痛作用だけでなく、自
律神経系、内分泌系、免疫系にも影響を与え、その
結果として、中枢性及び反射性の筋緊張の減弱、末
梢循環の改善等の作用を発揮し、さらに銭刺激が全
身的に生体の恒常性の維持、回復に働くという考え
もある包2 ,8}
(二庫品治療の鎮痛作用機序

銭灸治療の鎮痛作用機序については、次の諸説が
ある。

(1 )ゲートコントロール
脊髄後角第3冒の腰様質において数多くの小型ニ

ューロン紳経伝達物質を合成する神経細胞)が痛
みのインパルスに抑制をかけるというもの。末梢か
らの侵害刺撤情報が上位中枢へ伝達されていく途
中で、神経相互間で平渉や修飾を受けるということ
は確かであり、誠刺激がそういった働きをしている
可制生は充分有り得るとされる伊 1 ,8}

(2)エンドルフインの遊離による上位中枢からの下
行性抑制

鎖市J激は末梢神経系の求心路を介して脊髄の前
倒索を上行し、脊髄より上位の中枢神経系に及び、
次に下行して中脳水道周囲灰白賀、下部脳幹等を介
し脊髄腸様質に歪り、ここでエンケフアリン作動性
ニューロン等を賦活して痛みのインパルスを抑え
るというもの伊1a乙2 ,8}
鋪刺激はエンケフアリン、エンドルフィンなど内

因性モルヒネ様鎮痛物質その他の神経伝達物質の
遊離を促すがモルヒネ受容器具は脊髄腸様質等の
痛みインパルスの上行路及び下行性抑制系の諸中

枢に多く存在するので、エンドルフィンがモルヒネ
同様それらの部位に作用して鎮痛効果をもたらす
とさ払実際にモルヒネの括抗葉ナロキリンを投与
すると鋸刺激の鎮痛効果は消失する伊1a 42},ま
た、ラットの中脳中心灰白質を破壊すると鍛刺激の
鈎盲効果は消失する伊Z弘

(3沫梢神経の述書育効果
錫刺激が末桔神経自体に神経プロック的に作用

するというもの。
舗による組誠損傷から生じる負傷電流は神経伝

動を限害し自体神経の興奮性を変イじさせ痛みのイ
ンパルスを局所的に修飾するものであり、また、最
近では銭麻酔の場合と同様、誠治療時に置針した鋪
に低周波の通電をすることが多いが、その場合、 1
-3H2l1l恒瀕度の通電はエンドルフインの遊離を
促す効果が強く、旺涯l 2 J - : . l上の高頻度の通電は痛み
の神経伝動を直接遮断するといわれる伊 18)

( 4)経穴(つほ滞j針による痛みの闇値上昇
経穴車雄十が痛覚闇値を上昇させることによb痛

みが軽減するというもの。
Kイオン注入法によって測定された痛覚罰値は、

illnli甚酸モルヒネの筋肉注射により平均直ト妨4
上昇するのに対し、経穴車j針低周波置針目こよって
も平均6ト錨仕昇するが、経穴に局麻剤ブロカイ
ンを注入し神経プロックをした後に経穴申J針をし

ても、痛覚閥値の上昇は見られないとの銭麻酔の効
果に関する実験報告がある伊 21,}

周波数4lli2O分節内及び分節外の鋸刺激で歯牙
痔痛闇値は有意に上昇し、銭刺激の鋤甫効果が確認
されたとの実験報告もある伊 2,3}

(5 )血行動態の改善
座骨神経痛、筋肉痛、勝南などの症状の発現には、

筋に持続的な収縮を誘起する原因があって、筋の持
続的収縮がその筋の血涜を悪くし、その結果痩痛発
現物質の蓄積在来し、これが痛みの原因となってい
ると考えられまた、皮膚血流の変化も皮膚に存在
する様々な受容器の関植を変イじさせ、皮膚感覚に変
化が生じる可制全が考えられるところ、誠治療は、
筋肉内の神経末端を刺激し、末梢神経の軸索反射に
より血管拡張を生じさせ、痔痛原因である緊張が増
大した筋の低下した血行動態を改善し、痔痛発現物
質が該部から運び去られることにより、痔痛部位の
冷感と建痛を消失させるとするもの。
熱電対温度計で鋸治療前後の惑痛部の皮膚温、筋

肉温を測定すると、痔痛部は健側の対応部に比して
皮膚温、筋肉温ともに低下しているが、建痛部の筋
に餅台療を施行すると温度が上昇して健倒の値に
近づくとの実験報告がある伊3,2}

しかし、鋪治療はあらゆる痔痛を軽減させるわけ
ではなく、神経挫滅のある外働生三文神経痛や上競

神経叢損傷による幻肢痛には有効ではないのであ
って、誠治療は神経挫滅のある樹高には鋤菌効果が
ほとんど認められないことからすれば、 (2灘だけ
で無効例を説明するのは困難であるとされ伊  33,)
また、鋸麻酔については( 4胤で説明可能として
も、痛みには鍍麻酔の対象となる痛みのほかに、病
的な機序で発生する痛みがあり、これ対する鋸灸の
鎮滞作用は様々な機序によるものとされ、また、ナ
ロキソンでは措抗されない鎮痛も明らかにされて
いる伊3,2}
従って、誠灸治療の鎮痛作用機序は、痛みの種類

に応じた複数のものと考えら払右各説のいずれか
一つで全ての鎮痛作用機序を説明することはでき
ず、未だ全ての痛みにつき完全に解明されたものと
は言えないが他方、いわゆる西洋医学よの鎮痛法
であるモルヒネ施用紙中枢神経のどこに作用して
痛みを抑制するかについても、未だ完全に解明され
たわけではないのであるから伊4 1 ) ,銭灸治療の鎮
痛作用機序の解明の程度が、モルヒネ施用の場合に
比して特に劣っているということはできない。

E三滅後治療の一般イb伏況
関東逓信病院ベインクリニック科が、昭和弘年 12

月になした、全国の740)大学病院に対するアンケー
ト調査結果によれば、ベインクリニックが開設され
ている笛の大学病院側設率00%)のうちの約百%
に当たる旺切ベインクリニヅクにおいて、東洋医学
である銭灸治療が用いられており停5),同時期に
なした、全国74く刀一般病院に対するアンケート調査
結果個答したのは民病院)によれば、ベインクリニ
ヅクが開設されているおの一般病院側設率Ws
%}<Dうちの約氏%に当たるl8:Vベインケリニック
において、東洋医学である鋪灸治療が用いられてい
た(E!!,6.)

また、百本麻歯学会社会保険委員会が、昭和也年
10司になした、主として麻樹量導病院及び鍍麻酔の
経験の比較的多いと目される病院mこ対するアン
ケート調査結果によれば、回答した 1 2務院中、現
在誠治療を行っている病院m耳粥L鋸治療計画中
の病院24(3)%)で、鍛治療については、実施または
実施計画中を合わせると窃4に達していた伊4,}
右事実からすれば、右各アンケート調査から号、

昨後である昭和珪奔2月になされた本併弛分時に
おいては、我が固における誠灸治療は、既に充分に
全国的に普及し一般化していたものと認められる。

2 :-5宿直達及びま漣絡の非合理性ないし違湖主につい
て
(一}前項に認定の録灸治療の鋤菌効果、鎮痛作用機序

の解明、全国的、一般的普及の程度によれば、本件
処企当時において、録灸治療は、既に、痛みに対す
る治療の分野において、神経プロック等のいわゆる

西洋医学上のt叡事方法に比肩し得、これと相補い合
うものとして、医学的、社会的に承認され、かつ、
全国的に普及し一般他していたものと認めるのが
相当である。

そうすると、 Z雨量逮及びま漣絡が、一方で神経
プロック等のいわゆる西洋医学上の治療の継続を
認めながら、鋪灸治療については、初療の白から原
則として銃戸月(幻B重達の施行日に初療の日から3
か月以上を経過している者については、右施行日で
ある昭和5芹t月四が初療の臼から砂月を紐晶し
た日とみなされるL施術効果がなお期待し得ると
して延長されても初動の白から1お明を隈度とし
て、労災保険給付の対象となる施術期間を一律に終
了させる取扱とする旨定めているのは、合理的根拠
を全く欠くものと言わねばならない。

(二)そして、労災法1:染頒の「政府が必要と認める
ものに限る」との規定の趣旨は、労災保険の療養補
償給付範囲に関しては、政府がその当時のー殻的医
学水準を基準として療養上の相当性についての判
断をすべき旨を定めたものと解すべきであること
については、前叙のとおりであるところ、右通達及
び連絡の定めるところは、前項に認定の事実に照ら
し、一般的医学水準を基準とした事j断の範囲内のも

のとは到底認め難いものというべく、労災法の右規
定に違反した違法なものと言わねばならない静扱
治療が一般に体質絡みの慢性疾風に良く適応する
ものであって、 1年以上の慢性症例に対しても著効
ないし有効4 5 %の治療効果があったことは前認定
のとおりであるL

E三津野手外科医である松元司は、録灸治療の労災保険
給付の対象となる施術期間としては、医学的には6
か月で充分であり、人により体質が遣うので指の
危険事を考慮しても1劫ゐ月で充分であって、それを
超えて録灸治療の施術を要するのは私病ないし体
質的なものである旨供述するが〔原審証人松元司、
乙1球いし170費浜地方裁判所昭和旺洋桁ウ滞'fl
号新牛の証人尋問調書D、医学的に白聞で充分で
あることについては、これを認めるに足りる臨床例
に基づく統計的、科学的資料は何ら存しない個人
らの共同同協にかかる乙2においても、治揖棚閤ご

との治療成績の分析はなされていない)こと及び前
認定の諸事実に照らすと、右供述は、銀灸治療につ
いての一般的医学水準の裏付けを欠く、一方的な判
断に基づくもので直ちに採用し難いものと言わね
ばならない。因みに、同人自身、他の個所において、
'1劫明」については、「全く科学的根拠はありませ
ん原審記録933了)Jとか、労災保険が限定医療で
あることから生じる「労災保険土の制度的制約伺
1011町 )Jであって、「もっと重い傷病でも労災保険
をl年半で打ち切っているのだから」、頚肩腕症候群
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の鍛灸治療などは1年で充分である伺1011了)旨供
述しているところである。

担)また、右通達及び連絡を発するに当たっては、労
働省労働基準局補償課おいて、厚生省にその見解を
求めたところ、厚生省としては労働省が録灸治療に
つき労災保険で健康保般と異なった取扱をするこ
とには反対の意向であったが、4.5:畠の医家の意見
を徴したほか、日本医師会、日本保険誠灸マッサー
ジ師連盟とも協議をし、その了承を得たので、これ
を発するに至ったものであるが巴5ないし8)-右医
家の氏名は明らかではないから、その選択に片寄り
がなかったとは直ちに認め難いし、僅か4略の医
家からの意見思販をもって、鋪灸治療についての当
時の一般的医学水準上の知見を調査し得たものと
は到底認めることができない体件全証拠によって
も、労働省が右通達及び連絡を発するに当たり、研
究論文にあたるなど、鋸灸治療について当時の一般
的医学水準上の知見を独自に調査したとの事実は、
全くこれを認めることができない)。また、日本医
師会等との協議了承は、医学的な見鐸の合致とい
うよりは、むしろ政策的合意の成立に過ぎないもの
と認めるべく、前記認定に何ら影響を及ぼすもので
はない〔労働省労働基準局補償課長として右通達及
ぴ連絡の立案にあたった林茂喜自身、前記別件、の証
人尋問調書(乙 5Jにおいて、健康保険では鋸灸治療
の取扱が「餅月」となっているので、右通達及び
連絡は、それを「いわlお匝策的に延長した」もので
ある旨供述しているところである〕

伍)また、仮に、右通達及び連絡が発せられた当時、
鎖灸治療につき、療養補償給付期間の制限のない濫
給付と目される事例が生じていたとしても、溜告付
の防止対策はまた別途に考慮されるべき事柄であ
り、踏合付は鎖灸治療以外のいわゆる西洋医学ょの
療法についても生じ得ることであって、療養上の相
当性についての一般的医学水準を基準とする何ら
の根拠もないのに、単に濠給付のおそれがあるとの
理由のみをもって、右通達及び連絡を正当化するが
ごときは、労災法1.'染調の前記趣旨に照らし、到
底許されないものというべきである。

供)また、前記4舗遥及び222i置遣は、労働福祉事業
として最長2年間鎖灸施術を行い得る旨定めている
が、労働福祉事業と労災保険給付とは趣旨と目的を
異にする独立した制度であるから、右各通達がある
からといって、そのことが労基法による災害補償の
責任保険の実質を有する療養補績給付の対象とな
る施術期間について、これを特に制限的に解すべき
理由になるとは解し難い。
本件処分の違法性(その前提問題としての本件処分

にがかる針灸治癒の必要性ないし相当性)について
1 控訴人の発病及び松浦診療所における治療開始に
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至る経緯
(ー控訴人は、昭和必年3月、大阪城南女子短期大学
幼児教育科を卒業して、同年4月、社会福祉法人今
川学園キングーハイム侃童福祉法に基づく精神薄
弱児通園施設で定員E洛k保母として就織し、一
時期、幼児教育伺児と母親が一緒に登園するもの)
担当等であったほかは、通園部個児のみ登園する
もの)を担当していたものであるが、肢体不自由児
を含む精神薄弱児の保育であるため、保母としては
常時厨児から目を離せない状況にあるほか、園児の
遊びの補助」移動や排濫等の際、一々抱きかかえた
り、支えたりしなければならず、通常の保育所の保
母の場合よりも一層中腰など体に負担のかかる姿
勢をとることが多く、昭和証洋6月ころから、肩凝
りや肩から背骨にかけてだるさが日常的となり、昭
和 5t年2月、ぎっくり腰になって、昭和5奔1月、

加美開放治療院で録灸治療を受けた。
(二輝婦人は、昭和也年明に産休に入り、同年目月に
第1子を出産し、昭和豆洋1月に璃践抱帰したが、同
年錦、駒甫が増悪したので長吉総合病院整形外科
で受診し、「樹生腰痛症」との診断を受けて通院し、
2園間休業した。その後も、症状は軽減せず、昭和
記奔6月に第2子出産のため産休に入っていたが、そ
の聞である同年明3目、松浦診療所において、胸高
症敏度｝及び頚肩腕障害(中等度｝の診断を受け、周
年明に第2子を出産した後、同年1銅おから松浦
診療所への通院治療を開始した。伊B V 1,控訴人
本人)

2 松浦診療所における控訴人に対する治療方針及び
治療経過
松浦診療所における控訴人に対する治療方針及び

治療経過は、事案の概要中、付加L訂正の碩に記載
のとおりであり但し、@潔舗の治療方法のうち、鋸
,4 i@lJを'4!羽」と、 HP'主姐」を '41団」と、

運動療法,4:;祖」を '47回」と、それぞれ改めるL
具体的な治療総晶は、別紙「治療結晶」但し、別紙
「治療経過訂正」のとおり付加、訂正するL同「治療
処方回数推移」但し、ま洋10月のHP欄の'5Jを「む

と、周水泳禰の '7Jを '5Jと、同年2月の灸繍の '2J
を「むと、 5芹3月の針欄及び灸欄の各「むを各'3J

と、周H P欄の '4Jを '5J と、それぞれ改めるL
同「治療・処方」砲し、留年 10月9日及び同月 13日の
各H P欄にOを加え、各水泳欄のOを開J除し、同年12
月E泊の灸欄のOを削除し、 5咋3月16自の針、灸、
HP各欄にOを加えるL同「錨灸・理学治療実績表
明別)Jのとおりである伊BV1:ないし3, ,910,原
審証人松浦良和、控訴人本人L
3 本件処分に至る経緯
(一声控訴人(当時は天王寺労働基準監督署長減、松
浦診療所において控訴人に対し一般医療と併せて

行われていた誠灸施術の期聞が、昭和5～手2月現日

をもって前記通達及び連絡に定める初療の白から9
か月の期閣を経過する鍵訴人は、前認定のとおり、
前記i車逮施行の目である同年7月1日に初療の日か
ら妙月以土を結晶しており、前記車違及び連絡に
より同日をもって初療の白から劫鳴を経過したも
のとみなされるから、同日から白か月の経過する昭
和57'年2月31日をもって、右鈴月の期間を総晶す
ることとなる)ため、同診療所に対し同月缶百付書
面により、控訴人の「現涯の症伏、現在までの施術
効果、今後の症状改善の見込み骨量術方針)Jにつき
意見書の提出を依頼し、これに対する問診療所医師
新井孝和作成提出にかかる昭和留年1月8日付意見
書に記載の向医師の意見は次のとおりであった伊
冗L
「主訴及び自覚症状頚肩部」背部鈍痛、上肢脱力、
肩こり、腰腎部痛、 1 ' ,肢痛、でFH査シピレ感

意見当初、常時、腰痛、左下肢シピレ感があ担、
また、肩こり、後頭由t頚肩部痛が強かったが、

主として劃倹治療により、これら痛みは徐々に軽
減するとともに、下肢シビレ感も消返するように
なってきた。途中から水泳療法もあわせておこな
い、運動能力、筋力の向上をはかつてきているが、
この水泳療法による→晶性の症状増悪や、また、
リハビリ就労による痛みの増強なども針灸治療
によって比較的速やかに軽減させることができ
ている。今後さらに就労日をふやしてゆく予定で
あるが、針灸治療は、ますます、その必要性を増
しており、今後勃ミ月をこえる期間にわたって同
治療を続けることが肝要である。」伊 73)
当時、控訴人は治療プログラム第測のリハビリ

就労期のT度半分を総晶したところで、一時的H症状
の悪化により運動療法在中止していた時期であっ
た側紙「治療結晶」参照) 被控訴人は、右意見に
基づき、控訴人につき、前記通達及び遼絡に定める
劫呪の施術期間の延長を認め、昭和自奔1月1日か
ら同年旦弓氾日までの聞の誠灸施術費用を含む療養
補償給付の支給決定をした伊 7,.1)

(二海討空訴人筋向戸立、右3月 31日をもって控訴人に
対する周診療所の鍍灸施繍期聞が前記通達及び連
絡に定める1 2 : I J >月を結晶するため、問診療所に対し
同月2沼付書面により、控訴人につき、「①は号、
きゅう施術の必要はないが、一帯治療を継続する必
要がある。@ト骨量f台療を継続する必要はないが、は
り、きゅう単独施術を継続する必要がある。③嘘状
固定給癒知時期である。」の該当欄にO印を付し、
医学的所見を記した意見書の提出を依頼し、これに
対する同診療所医師新井孝和作成L提出にかかる昭
和庄奔4月幻自受付の意見書に記載の同医師の意見

は次のとおりであった伊 7,1.)

「主訴及び自覚症伏頚屑部痛、背都鈍痛、肩こり、
腰腎部痛、下駒書、下肢シビレ感

医学的所見事主当繍にO印はない)
現在、段階的就労在行つでいるが、作業負担に

より肩こり、頚層部痛腰痛等の症状が増強して
くることはさけられないが、一般医療、針灸治療
によって、症状の軽減が得られている。今後も段
階的就労をさらに進め、症状の安定をはかるた
め、一般医療、針灸治療ともに続けてゆくことが
是非とも必要である。 J停 72)
当時、控訴人は、リハビリ就労期の扮の2を経過

し、水泳療法から体操療法に移行する直前であった
側紙「治療結晶」参照L

E三渡訴人l立、被控訴人に対し、前記通達及び連絡に
定める12:IJ>月を総晶した昭和臣奔羽田から同年
目月:ll日までの閣の鍍灸施術費用を含む療養補償
給付支給の請求を、昭和問年2月21日になしたとこ
ろ、被控訴人は、同診療所医師から右各意見書の提
出を受けていたにもかかわらず、同月2口目、うち鋸
灸施術費用につき「政府が必要と認めた範囲を越え
る」との理由を付して不支給決定体伶処分｝をした
伊 770控訴人は、昭和証存血月1日以降の鋸灸施術
費用については、支給請求をしていなし、 L

しかし、本件支給請求は、控訴人の最終治療日で
ある同年2月4日からB日後になされたものであっ
て、最終録灸治療目である同年明 22日からは日か月
近くを結晶していて、既に同診療所における錫灸治
療は終了していたものであり、本件処分は、控訴人
の右最終治療白から 16日を総晶した後になされた
ものであった〔控訴人は、同診療所医師から治癒と
の診断を受けたわけではなかったが、症状の軽快に
より、右同日以後は受診の必要をみなかったので通
院しなかったものである腔訴人本人))。

4 本件処分の違法性
(一防災法1条に定める前記目的からすれば、療養補
償給付は、単に業務上の事由により負傷し、または
疾病にかかった労働者の負傷疾病@治癒を図るに
止まらず、それら労働者の体力を回復させ、できる
限り職場復帰の実現を目指すべきものと解するの
が相当であり、既に行政解釈においても、労災保険
の運用上「リハビリテーション医療」として種々の
取扱がなされてきているところであって伊任ぬい
し泊Lそのような観点から見れば、松浦診療所が、
控訴人の治療及び職場復帰を目指して計画した、筋
力強fじのための運動療法及ぴ綴場復帰のためのリ
ハビリ就労を中心とする前認定の治療プログラム
は、基本的に正当なものと評価することができ、ま
た、前認定の第lないし第舗の各治療期間における
治療総晶及び最終的には治癒に至ったものである
その治療効果の推移に照らし、当時の一般的医学水
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準を基準とした判断において、その治療内容は適
切、妥当なものであったと認めるのが相当である。

そして、前認定の控訴人の右治療閣始当時の症状
からすれば、控訴人は当時慢性的な頚肩崩続候群及
t塘摘症に尾喧していたものと認めるべく、前認定
の誠灸治療の慢性的な頚肩腕症候群及び腰痛症に
対する鎮痛効果の有効性に照らせば、右各治療期間
における量級治療は、必要かっ有効なものであった
と認めるのが相当である。

そうすると、前言B藍達及び連絡に定める1 2 I P月の
施術期聞が満了した昭和珪奔4月1日以降において
も、控訴人については、当時の一般的医学水準を基
準とした判断において、なお、ー殻療法に併せて誠
灸治療を継続することが、少なくとも本件請求期間
中のものについては、医療上相当であったものと認
めるのが相当である〔控訴人は、昭和4存から同国
年までの聞に、慢性腺炎、腎孟炎、腕脱炎、尿路結
石、肝障害、胃腸炎等多数の痴歴を有し、かっ、昭
和也年目月に長女、同5昨a月に放を出産している
が伊801 )1:ないし旦控訴人本人L同証奔4月1日以
除特に右疾病及ぴ育児に伴う症状悪化の治療のた
めに錫灸施摘がなされたとは、本件全証拠によって
も認め難い〕 。
控訴人の同診療所における前記胎療期聞は4"F2

か月(うち鋪灸施術期間は排除月余に及ぶもの
であるが、一般的に保母の業務が慢性かっ難治性の
頚肩腕症候群及び腰痛症を生じさせるものである
ことについては、既に臨床例に基づく研究報告が種
々なされているところであり、勝古性の頚肩腕症候
群及び腰痛症の治療期聞が詳、昨、 10年といった
長期にわたるととも、必ずしも珍しいことではない
から伊43.44.48.ぬ乙3l),前認定の控訴人の
右治療開始当時の症状及び右治療の結果として最
終的に治癒するに至ったことに鑑みると、右治療期
間は、控訴人の慢性的な頚肩腕症候群及び腰痛症の
治療のために必要かっ相当なものであったと認め
るべきである腔訴人の前記族病及び育児に伴う症
状悪化の治療Hのため、特に右治療期聞が延伸された
とは、本件全証拠によっても認め難いL

と簿記昨手外科医である松元司は、業務上の事由による
頚肩腕症候群t発生要因としては、労働条件、労働
環境等の労働因子、基礎体力の不足、身体の先天的
異常等の身体樹因子及び精神的心理的諸問題に由
来すると考えられる精神心理的因子の欽要因が存
するのであり、もっと重症の骨折、挫傷等の外傷で
あっても、通常は除月も治療をすれば、ほとんど
治癒するか症状が固定するのに、重度な他覚的症状
がないにもかかわらず、休業により労働因子を除外
してト白か月を経過しても症状が回復しない場合
は、精神心哩的因子による病気であり、身体的、病

態生理学的な問題ではない旨供述しており借t記甲
15ないし瓜原審証人松元司L他の整形外科医に
も、業務上の事由による頚闇櫨候群については、
愁訴が多彩で、かつ多く、他覚的所見に特異性を見
出し難い症例が特徴的であることから、精神・心理
的要因や性格傾向の関与を重視する者が多い(乙
32,幻L

しかしながら、なるほど、業務上の事由による頚
肩腕症候群につき婿神J己哩的因子が関与している
であろうことは、常識的にも首肯し得ることではあ
るけれども、他方で、右扶因子が載然と分離され
区別され得るものではなく、特に精神心理的因子が
労働因子及び身体的因子からの影響を受けて変動
し易いものであることも経験土明らかであり、臼々
の職業生活における労働過重による疲労蓄積、スト
レス等の労働因子の長年にわたる累積的負荷から
不可逆的に発症するに至った場合、右労働因子が精
神心哩的因子に日々累積的に多大の影響を与え、そ
のことが病像を複雑、船台なものにするということ
も、常識的に容易に理解し得ることというべきであ
る侠発的事故等による骨折や挫傷等の方が、例え
整斉矧科的には重症であっても、精神的因子に働き
かけるところは、むしろはるかに軽く、その結果、
身俸的に治癒しさえすれば同時に精神心理的にも
治癒するのであって、全身体的に見れば、むしろ治
癒が容易であるとも考えられるゆら、単純に、労
働因子を除外しさえすれば、当然に短期間で症状が
軽快するはずであるとはいえないし、また一定期間
の労働因子の除外後に残存する痘伏は、全て精神心
理的因子に起因するものであるなどということも
できない〔そのようなととを車↓学的に実証した研究
結果は、本件全証拠によっても、これを認めること
ができなし」むしろ、逆に、璃駐車性の頚肩脱控室候群
の患者と榊援の愚者との聞には、不安度において
全く違った商があり、船台症例即神経症との判断を
すべきではないとの研究結果も存するところであ
る(乙39)) と認めるのが相当というべく、右の供述
にかかる見解は採用し難い。

個以上のとおりであるから、控訴人に対し、前記通
達及び連絡に基づき, 1n J療の日から1 2 I P月を総晶し
た昭和圧奔4月1日以降の銀灸施術につき療養補償
給付の支給をしない旨の本件処分は、労災法1条に
定める同法の目的及び同法 1:染頒の法意に反する
違法なものと言わねばならない。

第四結論
そうすると、控訴人の本訴請求は理由があり、これと

異なる原判決は不当であるから、これを取消し、控訴人
の請求を認容すべく、訴訟費用の負担につき行政事牛訴
訟法夜、民事訴訟法庄漁僅深を適用して、主文のと
おり申j決する。 大阪高等裁判所第自民事部
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